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 計画策定の趣旨 

 

茅ヶ崎市は、平成３（1991）年から 22（2010）年までの 20 年間、将来の都市像を「自然と人

がふれあう心豊かな快適都市 茅ヶ崎」と定めた茅ヶ崎市新総合計画のもと、行政運営を行って

きました。 

 

近年、急速な少子・高齢化が進んだ結果、超高齢社会の到来が目前に迫っており、社会経済悪

化の影響を受け、厳しい財政見通しが予測されています。 

今後は、安定した市民サービスを、行政だけで提供し続けることが難しくなってくるなど、地

方自治をとりまく環境が大きく変化することが予測されており、行政運営のあり方についても、

大きな転換が求められています。 

 

茅ヶ崎市は、このような問題意識から、「新しい公共の形成」「行政経営の展開」の２点を新し

い市政の基軸と位置づけ、行政運営の転換を図ることとし、平成 23(2011)年度以降の計画を策定

します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〔新しい“２つの基軸”による行政運営の転換〕 
 

行
政
経
営
の
展
開

限りある行政資源（財源、人員など）で、効果的・効率的に質の高いサービスを
提供するため、民間的経営手法を取り入れ、経営感覚をもって行政を運営します。 

明確な成果目標を設定し、それを達成することにより成果を示し、その成果を評
価し、政策の改善につなげるＰＤＣＡ※サイクルの仕組みを構築し、市民ニーズに対
応した効果的・効率的な政策を展開します。 

新
し
い
公
共
の
形
成 

行政が関与するサービスが増えてきましたが、民間団体や民間企業自らが市民サ
ービスを担うという認識が広がり、そのために活動することに生きがいを見いだす
人も増えています。 
複雑・多様化する市民ニーズに対応していくため、適切な受益と負担のもと、民
間団体や民間企業の知恵を生かした市民サービスの提供が求められています。 
こうした市民サービスの提供主体となりうる民間団体や民間企業など、多様な主
体の自立的活動や行政との連携・協働※を通じて担われる市民サービスを持続的・安
定的に提供する環境づくりを進めます。 

序 章 １．計画策定の趣旨 

第
１
章 

第
２
章 

序 

章 



 3

 
 

 
 計画の構成 

近年、社会環境は、一層急激に変化しており、先行きが予測しにくい時代になって

います。茅ヶ崎市は、市民生活に身近な基礎的自治体として、さまざまな社会制度の

改正や経済状況の変化、市民ニーズの多様化などに敏感に対応し、行政運営を行いな

がら、新たな社会的課題に対して具体的な成果をあげていかなければなりません。 

茅ヶ崎市は、市民の約５人に１人が高齢者となる超高齢化が進行しており、行政経

営において大きく影響を受けることが予想されます。この 10 年間にどのように市政の

転換を図り、政策・施策を展開するのかが大変重要となります。 

そのため、本計画の期間は、20～30 年の中長期の展望を持ちつつ、社会情勢の激し

い変化の中で的確に対応できる、10 年間とします。 

 本計画は将来の都市像とその実現のための目標を体系的にわかりやすく整理し、目

標達成のための戦略を明確に示した、【基本構想】－【実施計画】の２層構造とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 
期間 

構成 

〔要検討〕 
実施計画は、無理に５
年・10 年に合わせた期間
としなくても良いのでは
ないか 

〔要検討〕 
どのような位置づけをす
るか 総 

合 

計 

画 

 

中長期（20～30 年）の展望に基づいて、10 年間の総合的かつ計画的な行政運営

の指針として、次の内容を定めています。 

【将来の都市像】・・・20～30 年先を見据えた望ましい将来像 
【 基本理念 】・・・現状や 10 年間の見通しを踏まえた政策展開の基本的な指針 

【政策共通認識】・・・政策・施策に取り組むうえで常に念頭に置くべき事項 

【 政策目標 】・・・10 年間で基本理念の達成のために目指すもの 

【 施策目標 】・・・10 年間で政策目標の達成のために目指すもの 

●            基 本 構 想            ●

 

基本構想に定めた目標（政策目標・施策目標）を達成するために、事業の優先度

を明確化したうえで、実行する施策の具体的な事業内容を示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●            実 施 計 画            ●

平成32年度を目標

とする10か年計画

３か年の計画期間

でローリング 

基本構想を計画的
かつ戦略的に推進

平成 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

実
施
計
画
の
ロ
ー
リ
ン
グ 

第１次 

ローリング 
 

中間評価 
 

ローリング 
 

第２次 

第３次 

第４次 

序 章 ２．計画の構成 
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１
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 計画の評価・改善による進行管理の進め方 

 

総合計画を実効性のあるものにするため、基本構想に定めた政策・施策の体系と市の組織（部

門・課）を連動させることで、施策の実行責任を明確化します。 

そのうえで、政策目標・施策目標を達成するための具体的施策・事業を立案し実行する過程で、

行政評価（政策評価－施策評価－事務・事業の業務棚卸評価）と予算・人員編成などを連動させ

た、Plan-Do-Check-Action のマネジメントサイクルによる計画の進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 
施 

計 

画 

基 

本 

構 

想 

政策共通認識（政策・施策に取り組むうえで常に念頭に置くべき事項）

計画と組織（部門・課）を連動させることで、実行責任を明確化 

総 

合 

計 

画 

 

政策目標に沿って、３年間で実施すべき 

施策と戦略的プロジェクトを立案 

施策目標に沿って 

行政主体で実施すべき事業内容を立案 

民間活力の活用や市民との協働※で実施すべき事業内容を立案 

実 

行 

行政の事務・事業 

市民活動 民間活力 

予算・人員編成

事務・事業の業務棚卸評価（毎年）

施策評価（実施計画のローリング時点） 

政策評価（５年後・10 年後）

評 

価 

「
政
策
共
通
認
識
」「
政
策
目
標
」「
施
策
目
標
」
の
見
直
し 

事
務
・
事
業
の
改
善 

「
施
策
」「
戦
略
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
実
施
計
画
事
業
」
の
見
直
し

序 章 ３．計画の評価・改善による進行管理の進め方 
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 茅ヶ崎市の概況 

 

茅ヶ崎市は、東京から 50km あまり西に位置し、神奈川県の中南部にあります。 

東は藤沢市、西は相模川をはさんで平塚市、南は海岸線約６km に及ぶ相模湾、そし

て北は寒川町と接しています。県下 19 市のうち７番目に面積が小さく、市北部の丘陵

のほかは、平坦な地形となっています。 

 

四季を通じて気候が温暖で、明治から昭和初期にかけては湘南の別荘地、保養地と

いわれました。自然に恵まれた住みよい条件の中で、東京・横浜方面への交通の利便

性や恵まれた自然環境を背景に都市化が進み、平成元（1989）年に人口 20 万人を超え

（県下７番目）、平成 18（2006）年には 23 万人を超える都市に発展しています。 

 

 

図表．茅ヶ崎市の位置（左）と 

土地利用（平成 17（2005）年）（下） 
出典：茅ヶ崎市都市計画基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置 

地勢 

沿革 
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市内に
通勤・通学
66,779人

市外に
通勤・通学
70,520人

者

市内に
常住

66,779人

市外に
常住

22,347人

で

流出人口 
流入人口 

 
Ⅰ  人口密度が高く、コンパクト※なまち 
●茅ヶ崎市は、農用地・森林などの自然的土地利用の割合が低く、都市的土地利用
（市街地）の割合が高いのが特徴的です。 

●県下 19 市のうち７番目に面積が小さく、近隣市と比較しても、人口密度が高いな
ど、高密な都市といえます。 

 

 
図表.神奈川県の土地利用          図表.人口密度（人／ｋ㎡）／平成 17（2005）年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：グラフで見る神奈川（平成 17（2005）年）            出典：国勢調査 
 

Ⅱ  住宅都市としての性格が強い 

●茅ヶ崎市は、流出人口（市外への通勤・通学）が流入人口（市内への通勤・通学）
よりも多くなっています。 

●昼夜間人口比は 78.9％で、県内各市の中でも低い水準※になっており、住宅都市
としての性格が強い傾向を示しています。   ※平成 17 年国勢調査で、19 市中 18 位 

 

図表.流出・流入人口（平成17 年） 

 
 
 
 
 
 

出典：国勢調査 

神奈川県 3,639.1
19市平均 5,356.0
1 川崎市○ 9,299.3
2 横浜市○ 8,184.3
3 大和市※ 8,175.2
4 座間市 7,290.9
5 相模原市◇ 6,954.6
6 茅ヶ崎市※ 6,396.5
7 藤沢市 5,697.2
8 海老名市 4,673.9
9 鎌倉市 4,322.2
10 横須賀市◇ 4,233.0
11 平塚市※ 3,819.4
12 綾瀬市 3,670.0
13 逗子市 3,346.8
14 厚木市※ 2,370.3
15 伊勢原市 1,811.6
16 小田原市※ 1,742.0
17 秦野市 1,624.5
18 三浦市 1,544.6
19 南足柄市 573.7

寒川町 3,536.3

まちの 

特徴

第１章 １．茅ヶ崎市の概況 

序 

章 

第
２
章 

第
１
章 
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Ⅲ  市民の多くは、生活実感として住みよさを感じている 

●アンケート調査によれば、買い物の便利さ、自然や緑・水の豊かさ、居住環境、
食の豊かさなどに魅力を感じています。 

●「住みよい」「まあ住みよい」の回答は、回答者の 88.0％と高い割合を占めていま
す。 

 

図表.茅ヶ崎市の魅力、住みやすさに関する市民意識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１：道路や公園など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答総数=1,255 
 

出典：茅ヶ崎市次期総合計画市民アンケート調査／平成 19（2007）年 11 月 

 
 

Ⅳ  湘南を代表する「茅ヶ崎」という全国的知名度を持つ 

●茅ヶ崎市は、湘南の豊かな自然を背景に、映画・音楽・文学などの著名な文化人
ゆかりの地として、全国的な知名度を持っています。 

10.5%

16.2%

15.4%

26.1%

27.0%
39.7%

29.9%

36.4%

13.1%

37.8%

15.8%

8.3%

6.8%

16.8%

2.3%
35.4%

4.1%

3.8%

3.6%

5.0%

7.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

１．福祉･医療施設やサービスが整っている

２．老後も安心して暮らせる

３．子どもを育てやすい環境が整っている

４．公害がなく、まちが清潔

５．災害や犯罪が少ない
６．買い物が便利

７．交通の便がよい

８．心地よく暮らせる居住環境がある

９．生活基盤※１ が整っている

10．自然や緑、水が豊か

11．歴史や伝統がある

12．文化施設や文化的な催しが充実している

13．娯楽やレジャーを楽しむ環境が整っている

14．こころの通う近所づきあいがある

15．働く場が整っている

16．海の幸や農産物に恵まれて食が豊か
17．多くの観光客が楽しめる名所が多い

18．まちづくりに市民の声が活かされている

19．行政サービスが充実している

20．その他

21．特に魅力を感じない

住みにくい
2.5%

無回答
1.0%

住みよい
31.2%

まあ住みよい
56.8%

やや
住みにくい
8.4%
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 近年の茅ヶ崎市の動向 

 

Ⅰ  都市としての成熟期を迎え、進行する超高齢社会 

●茅ヶ崎市の人口は、増加を続けています。増加率は年々緩やかになっており、成
熟期を迎えつつあるものの、全国的に見ると高い水準となっています。 

●茅ヶ崎市の人口構成は、55 歳以上の年齢層の割合が県水準より高くなっており、
20 歳代・30 歳代の子育て世代などの若い年齢層の割合が低くなっています。 

●10 年間の人口構成の変化を見ると、団塊ジュニアの世代（30 歳代）が子育て期に
入っており、これに伴って 10 歳未満の子どもも増加しています。これに対して、
現在の 10 歳代・20 歳代は減少しており、この世代が子育て期に入る 10 年後・20
年後には、子どもの数が減少し、一層、少子化が進むことが懸念されます。 

●10 年前と比べると、団塊の世代が 65 歳以上の高齢者となり始めており、一層、
高齢化が進む状況となっています。 

 

図表.総人口、世帯数、世帯人員の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国勢調査 
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図表.茅ヶ崎市と神奈川県の比較平成 19（2007 年）     図表.10 年間の人口構成の変化（茅ヶ崎市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国勢調査 
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Ⅱ  効率的な行政サービス 

●茅ヶ崎市は、財政力指数※（平成 17（2005）～19（2007）年度の３か年）が、1.0
を超えており、平成 17（2005）年度から地方交付税（普通交付税）の不交付団体
となっています。 

●県内各市と比較して、地方財政歳出額（市民１人当たり）が最も少なくなってお
り、地方税収額（市民１人当たり）も低いことから「低コスト低負担型」となっ
ています。特に人件費（市民１人当たり）が最も低いこともあり、「費用を抑えて
サービスを効率的に提供している」ともいえます。 

●平成 13（2001）年度～22（2010）年度には、ちがさき・さわやかプラン（茅ヶ
崎市新総合計画後期基本計画）に掲載された施策は、約 60％が当初の目標をお
おむね達成すると見込まれています。 

 

図表.財政力指数※       図表.地方財政歳出額（円）   図表.地方税収額（円） 

（平成 17～19 年度の３か年平均）        （市民１人当たり＊）       （市民１人当たり＊） 

厚木市 1.47   川崎市 387,002  川崎市 216,042

鎌倉市 1.21   横浜市 371,705  厚木市 215,333

海老名市 1.20   南足柄市 358,215  鎌倉市 206,404

南足柄市 1.19   三浦市 338,975  横浜市 201,763

藤沢市 1.17   厚木市 321,855  南足柄市 198,820

伊勢原市 1.15   鎌倉市 309,256  藤沢市 191,673

平塚市 1.13   伊勢原市 302,226  平塚市 183,227

小田原市 1.09   横須賀市 300,965  海老名市 181,808

川崎市 1.06   藤沢市 297,512  綾瀬市 177,195

大和市 1.06   綾瀬市 295,410  小田原市 175,653

茅ヶ崎市 1.05   小田原市 294,683  伊勢原市 174,026

綾瀬市 1.05   平塚市 291,678  逗子市 173,776

相模原市 1.04   相模原市 285,805  大和市 167,480

秦野市 1.04   海老名市 272,781  相模原市 167,043

横浜市 0.98   大和市 270,894  秦野市 160,661

逗子市 0.97   逗子市 267,430  茅ヶ崎市 157,723

座間市 0.97   秦野市 246,353  横須賀市 155,405

横須賀市 0.88   座間市 238,737  座間市 145,740

三浦市 0.77   茅ヶ崎市 238,487  三浦市 143,169

＊市民１人当たりの項目は、総額を平成 20（2008）年 3月 31 日現在の住民基本台帳人口で除したものです。 

 
出典：2007 年市町村別決算状況調 
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Ⅲ  やや不満だが、不満の度合いの低い市民意識 

●市政に対する市民満足度は平均マイナス 0.05 で、全体的にやや不満とする項目が
多いものの、目立って満足度の低い項目も見られません。 

●重要度・満足度が共に高いものは、その成果を持続させ、重要度が高く満足度が
低いものは、施策の効果があげられるよう充実・改善が求められていると考えら
れます。 

図表.45 項目の施策に対する市民満足度と重要度（散布図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出典：茅ヶ崎市次期総合計画市民アンケート調査／平成 19（2007）年 11 月 

※45 項目の施策の満足度・重要度を点数化して
集計したものです（無回答は除外） 

 
〔満足度〕大変満足２点、まあ満足１点、 

どちらともいえない０点、 
やや不満－１点、大変不満－２点

〔重要度〕大変重要２点、ある程度重要１点、
どちらともいえない０点、 
あまり重要でない－１点、 
全く重要でない－２点 

(1) 健康診断や病気の予防のための保健サービス 
(2) 休日や夜間を含めた地域の医療体制 
(3) 気軽にスポーツを楽しめる施設や活動 
(4) 地域での助け合いや福祉サービスの体制 
(5) 家庭や地域での子育て環境や少子化対策 
(6) 高齢者の介護や自立した暮らしへの支援 
(7) 障害児(者)の介助や自立した暮らしへの支援 
(8) 働きやすい職場の環境や勤労者への福祉 
(9) 地球温暖化などの環境問題への取り組み 
(10) ゴミの減量化やリサイクルなどの取り組み 
(11) 交通安全や防犯などのまちの安全対策 
(12) 地域の防災対策や消防・救急体制 
(13) 消費生活の安心のための情報や相談体制 
(14) 市街地と自然環境が調和した土地利用 
(15) 駅周辺の市街地の快適性や利便性、にぎわい 
(16) 近隣市や地域を結ぶ幹線道路や橋 
(17) 鉄道やバスなどの公共交通の利便性 
(18) 公共下水道の整備状況 
(19) 自宅周辺の居住環境（住みごこち） 
(20) 自宅周辺の生活道路の安全性・快適性 
(21) やすらげる公園や緑地 
(22) 地域の特性や魅力を活かしたまちなみ・景観 
(23) 市北部に見られる里山の自然環境

(24) 茅ヶ崎海岸の自然やレクリエーション環境 
(25) 河川の自然環境や市民が水辺に親しめる場所 
(26) 樹林や生垣、庭など、自宅や周辺の緑 
(27) 子どもを健やかに育てる家庭や地域の教育力 
(28) 創造的で特色ある学校教育やその教育環境 
(29) 心を豊かにする生涯学習の機会や支援体制 
(30) 公民館･図書館､文化･民俗資料館等の学習施設 
(31) 郷土芸能や伝統、芸術などの市民文化 
(32) 心のふれあう地域コミュニティ（交流・連帯） 
(33) 国内外の都市や市民の交流、地域の国際化 
(34) 地域の食やうるおいある環境を支える農業 
(35) 相模湾の水産資源を生かした漁業 
(36) 伝統的な行事や自然を生かした観光 
(37) 地域の暮らしに根ざした商業（商店街） 
(38) 地域経済の発展を担う工業 
(39) 市民と行政の相互理解に基づく市民参加 
(40) 男女共同参画社会の実現にむけた取り組み 
(41) 民間の経営手法や資金を活用したまちづくり 
(42) 行政や地域の情報を得る環境 
(43) 効率的・創造的なまちづくりや行政サービス 
(44) 計画的で健全な市財政 
(45) 近隣市町と連携した効率的な行政サービス 

第１章 ２．近年の茅ヶ崎市の動向 

序 

章 

第
２
章 

第
１
章 



 13

 
 

 
 将来人口の見込み 

 
茅ヶ崎市の人口は、平成 32（2020）年に約 24.1 万人に達し、これをピ

ークに減少に転ずるものと見込まれます。 

 

図表.茅ヶ崎市の将来人口 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）平成 47（2035）年については、参考値 

出典：茅ヶ崎市推計／平成 19（2007）年７月 
 

 

平成 17（2005）年の約 3.2 万人から増加し、平成 22（2010）年に約 3.3

万人でピークを迎えることが想定されます。その後減少に転じ、平成 42

（2030）年には約 2.6 万人になるものと見込まれます。 

 

平成 17（2005）年の約 15.5 万人から減少傾向を続け、平成 32（2020）

年には約 14.3 万人に、平成 42（2030）年には約 13.9 万人になるものと

見込まれます。 

 

平成 17（2005）年の約 4.2 万人から増加傾向を続け、平成 32（2020）

年には約 6.7 万人になり、約４人に１人が高齢者になるものと見込まれ

ます。また、平成 42（2030）年には約 7.1 万人になり、約３人に１人が

高齢者になるものと見込まれます。 

このうち、75 歳以上の人口は、平成 17（2005）年の約 1.7 万人から増

加傾向を続け、平成 32（2020）年には約 3.6 万人と約 2.1 倍に増加し、

高齢者人口全体の半数を超えるものと見込まれます。 
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図表. 年齢三区分別の将来人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表. 年齢三区分別の将来人口（人口割合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）平成 47（2035）年については、参考値 
出典：茅ヶ崎市推計／平成 19（2007）年７月 

 

※これらの推計はコーホート要因法によるもので、「平成 17 年男女別５歳階級別人口」を

基準人口としました。 
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 土地利用・都市構造 

 

茅ヶ崎市は、昭和 30 年代半ばまでは農地の広がる人口 7 万人足らずの小都市でした

が、東京・横浜方面などの首都圏への交通の利便性や温暖な風土と良好な自然環境を背

景に、住宅都市として急激に人口が増加し、それに伴い高密度な市街地が形成されるこ

ととなり、道路や公園といった都市基盤の整備の遅れが見られます。 

市域（都市計画区域）（3576 ヘクタール）は、優先的かつ計画的に市街化を進める市

街化区域（2213 ヘクタール）と、市街化を抑制する市街化調整区域（1363 ヘクタール）

に区域区分されています。 

平成 17(2005)年度の土地利用状況をみると、住宅用地が 36.6％と最も多く、次いで

農地が 15.5％、道路・鉄道用地が 10.8％となっており、その他はいずれも 10％未満と

なっています。 

市街化区域内の土地利用状況をみると、都市的土地利用が 91.3％を占めており、中

でも住宅用地が 53.1％と最も多く、続いて道路・鉄道用地が 13.8％、自然的土地利用

が 8.7％となっています。 

市街化調整区域では、自然的土地利用が 56.9％と過半数を占めており、中でも農地

が 29.9％と多くなっています。 

市街化区域、市街化調整区域については、大きな土地利用の変更のない範囲で土地

利用を進めます。 

 

図表．平成 17 年度土地利用構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 17(2005)年度 都市計画基礎調査 
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茅ヶ崎市は、今後の 10 年は、少子高齢化が進み人口の自然増加が期待できない状況

です。また、茅ヶ崎市は、人口を誘導するような特別な政策は行わないため、人口は平

成 32(2020)年をピークに減少に転じると予測されていることから、都市としての成熟が

求められています。 

都市拠点などの整備として、茅ヶ崎駅や辻堂駅西口周辺、香川駅周辺は、「都市拠点」

として位置付けられており、駅前広場の整備やアクセス改善などこれまでの都市づくり

を促進して行きます。 

また、交流やにぎわい形成などを含めて重点的に良好な景観を形成すべき領域を「景

観拠点」として位置付けており、順次、特別景観まちづくり地区に指定します。 

幹線道路網などの整備は、東西軸としてＪＲ東海道本線、新湘南国道、国道 1号及び

国道 134 号、県道藤沢平塚線、市道柳島小和田線などが、南北軸としてはＪＲ相模線、

首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路）、県道柳島寒川線、県道中海岸寒川線、市

道東海岸寒川線などがありますが、東西軸に比べると南北軸の整備が遅れているため、

バランスよい交通網の形成を目指します。 

地区の特性に配慮したまちづくりとしては、茅ヶ崎駅周辺や辻堂駅西口周辺を中心と

する市街地周辺を、商業や業務、住宅などとの複合利用が可能なエリアとして、地域特

性に応じた商業・業務・サービスなどの都市機能の集積を図ります。周辺に広がる市街

地は、地区の特性に配慮しながら住宅地、業務地、自然地の３区分に類型化された土地

利用のもと、快適で安全な市民生活の確保と機能的な都市活動が可能な快適環境都市を

目指します。 

都市 

構造 

第１章 ４．土地利用・都市構造 

序 

章 

第
２
章 

第
１
章 
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 将来の都市像 

 

茅ヶ崎市は、湘南海岸や北部の丘陵、相模川に囲まれたコンパクト※なまちです。さまざまな

自然の恵みを受けながら、独自の歴史文化がはぐくまれ、世界に羽ばたく人材を多数輩出するな

ど、「ひと」と「まち」が輝く風土が市民の誇りとなっています。 

超高齢化が進行し、人口減少時代を目前に控え、これまでの量的拡大型のまちづくり政策を改

め、成熟社会型のまちづくりの推進が求められています。 

経済状況の悪化による厳しい財政状況が予測される中、豊かな人材という財産と誇れる風土を

大切にし、次代を担うひとづくりと人々がいきいきと暮らすまちの安全や暮らしの安心を確保し、

茅ヶ崎のまちの魅力・活力を将来にわたって持続させるまち「茅ヶ崎市」を育てます。 

 

20～30 年の将来を見据えて、茅ヶ崎市が目指すべき都市像を次のように定め、計画期間 10 年

で「ひとが輝き」「まちが輝く」茅ヶ崎に向けて歩みを進めます。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が輝く茅ヶ崎 

●未来への夢と可能性を抱いて、健やか

に育つ子どもたち 

●豊かな創造力で、次代を担う若者たち 

●学び・交流を通じて、豊かな感性を磨

きあう市民 

●支えあって、いきいきと暮らす高齢者

たち 

●茅ヶ崎のブランド価値を高める多彩な

人材の知恵と行動力

ひと が輝く茅ヶ崎 まち

●低炭素社会※・循環型社会※・自然共生社

会※の実現にチャレンジする持続可能な

地域社会 

●使い勝手がよく、安全・安心で住みよさ

を実感できるまち 

●茅ヶ崎らしい風土と文化、バランスのと

れた市街地と自然 

●茅ヶ崎らしい魅力で、多くの市民や来訪

者を楽しませるまち 

ひと・まちを育て、支える 

●創造的で、柔軟かつ迅速に政策を実行する行政組織 

●多様化するニーズを満たすため、市民や事業者の力を生かし

た市民サービス 

●一人一人の力が生かされ、地域のさまざまな課題を解決でき

るコミュニティ 

海と太陽とみどりの中で 

ひとが輝き まちが輝く 湘南・茅ヶ崎 

第１章 ５．将来の都市像 

序 

章 

第
２
章 

第
１
章 
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 目標年次 

 

平成 23(2011)年度を初年度とするこの基本構想の目標年次は、平成 32（2020）年度とします。 

 
 

 

 
 まちづくりの基本理念 

 
将来の都市像の実現に向けて、総合的な政策展開の基本的な指針として、五つのまちづくりの

理念を定めます。 
茅ヶ崎市のまちの特徴、近年の動向、現状や課題、今後の見通しなどを踏まえて、10 年間の市

政を展開するうえでの方向性を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 基本理念１に関する現状・課題・方向性 ◇ 

●茅ヶ崎市の人口は、平成 32（2020）年までは増加すると見込まれる一方で、年少人口は、

実数、構成比ともに平成 22（2010）年から減少に転じるものと見込まれます。また、合計

特殊出生率は全国平均より低い水準（平成 19（2007）年度 1.31）ですが、上昇傾向にあり、

学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 

茅ヶ崎に暮らし、誇りと愛着を持ち、明日の茅ヶ崎を支える人を育てることに力点を置い

て、子どもを産み育てること、学齢期の教育、生涯を通じた学習や文化活動、多くの市民が

健康づくりに主体的に取り組み、さまざまなスポーツに参加できる環境づくりを、地域ぐる

みで総合的に進めます。 

母子保健の充実や新生児家庭の訪問事業などにより、子どもを産み育てやすい環境を整え

るとともに、乳幼児期の過ごし方の重要性を周知・啓発しながら、子育てが初めての人も安

心して子育てができる支援体制や子育て家庭のライフスタイルに合わせた保育サービスの提

供、地域社会全体が子育てにかかわる環境を整えます。 

子どもたちを取り巻く、家庭、地域、保育園、幼稚園、学校、事業者の連携・協力によっ

て、子育てにかかわる時間が持て、子どもたちが元気に育ち、意欲的に学び、大人も成長し

ながら、次代を担う人が育つ環境を整えます。 

性別、年齢、国籍、障害の有無などを問わず、あらゆる人が多様な活動に参画し、交流す

る、はぐくまれた市民の力が十分に生き、一人一人が自分らしく活躍できる地域社会を育て

ます。 

基本理念 
１ 

第１章 ６．目標年次 ／ ７．まちづくりの基本理念 

序 

章 

第
２
章 

第
１
章 
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より一層、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めます。 

●茅ヶ崎市の保育園入園待機児童の状況は、保育園の新設、定員増により平成 16（2004）年

度当時の待機児童を解消できる定員数を確保しましたが、未だ解決しておらず全国的にみ

ても多いです。施設整備を進め、待機児童の解消を図ります。 

●茅ヶ崎市の市立小・中学校の児童・生徒数の推移は、小学校は昭和 56（1981）年、中学校

は昭和 61（1986）年をピークに、減少傾向が続いていましたが、小学校は平成 14（2002）

年、中学校は平成 17（2005）年から増加傾向に転じています。将来推計では、全市人口と

同じく、児童・生徒数も平成 32（2020）年にピークを迎え、その後減少に転じると見込ま

れています。全国的には減少傾向に向かっていますが、茅ヶ崎市では、しばらくの間は、

児童・生徒数の増加が見込まれます。児童・生徒の安全が確保された良好な教育環境や子

どもたちへの配慮が十分になされた教育行政を進めます。 

●次代を担う子どもたちに、知・徳・体の調和のとれた生きる力を育成することが求められ

ています。学校教育では、学びの質を高めることにより、子どもたちが生涯にわたって学

び続ける意欲や確かな学力をはぐくむとともに、他を思いやる心や感動する心など豊かな

人間性や自律性を育てます。また、そうした学校教育の充実のために、教職員の資質の向

上や児童・生徒一人一人に応じた教育が進められるよう取り組みます。 

●学校校舎や屋内運動場の耐震工事は、当初の予定を早め完了しましたが、建築年度の違い

による老朽化などにより学校施設の格差が生じており、大規模改修により格差解消を進め

ます。 

●核家族化の進行や働き方の変化、地域とのつながりの希薄化などを背景に、子育て家庭の

負担が大きくなっています。働き方の見直しなどによる仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）を図ります。家庭、地域、学校の連携・協力のもと、大人の意識改革を進

め、家庭や地域の教育力を向上させるなど、次世代育成を支援します。 

●茅ヶ崎市の公民館、図書館、スポーツ施設は、近隣市と比べて少ないです。市民文化会館、

美術館は安定して利用されています。市内各地で市民が中心となったイベントが数多く実

施されています。地域住民が自ら実施する文化、芸術、スポーツなどの活動の活性化によ

る伝統芸能や文化財の活用、地域ぐるみの健康づくりを進めます。 

●多くの女性が、男女の地位（職場、家庭生活、社会通念やしきたりなど）は、男性の方が

優遇されていると感じています。茅ヶ崎市では女性が政策方針決定過程へ参画する割合は、

少しずつ増加していますが、まだ不十分です（審議会での女性委員の割合（26.0％）や市

議会における女性議員の割合（30.0％）、市職員の管理職における女性の割合（16.1％）、

小中学校での女性管理職の割合（21.0％））。すべての人が社会の対等な構成員として、自

らの意思で社会の活動に参画する機会が確保され、等しく政治的、経済的、社会的、文化

的利益を享受し、共に責任を負える社会の実現が求められています。社会全体の意識改革

を進めると同時に女性が参画しやすい仕組みづくりをさらに進めます。 

●地域社会では多様な文化の共存・交流への取り組みが見られるようになってきています。

茅ヶ崎市の外国人登録者数も増加の傾向にあり、その人たちが地域社会で安心して暮らし

ていくための支援などのニーズも高まっており、相談事業をはじめとした支援を行います。 

第１章 ７．まちづくりの基本理念 

序 

章 

第
２
章 

第
１
章 
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◇ 基本理念２に関する現状・課題・方向性 ◇ 

●茅ヶ崎市は、高齢者や障害者の増加、景気の低迷による生活保護受給世帯の増加などの理

由で扶助費が増加する傾向にあります。市民 1 人当たりの扶助費は、平成 15（2003）年度

の約２万 8000 円から平成 19（2007）年度の約３万 8000 円に増え、今後も増加が懸念され

ます。このまま扶助費が増加し続けると、市民 1 人当たりの扶助費は平成 32（2020）年度

に約５万 6000 円になると見込まれ、市の財政を圧迫することから、これまでと同様な施策

を推進することは、困難です。増加が見込まれる扶助費に対応しながら、必要なサービス

を着実に提供していきます。 

●茅ヶ崎市の国民健康保険では、被保険者数や診療件数の増加により、年々医療費が増えて

います。今後も高齢者が増加するという見通しから、医療費の増加が見込まれます。生活

習慣病とその予備軍の増加や医療費の増大などに対応し、医療費のかからない元気な市民

を増やす施策を推進し、安定的で持続可能な国民健康保険の健全な運営を進めます。 

●健康診査の受診者と要医療者は、年々増加しています。各種検診の受診率を上げ、疾病の

予防、早期発見・早期治療に努めます。 

●地域で孤立する高齢者世帯は、孤独死、介護虐待、介護に行き詰まっての自殺など、さま

ざまな問題を抱えています。茅ヶ崎市の一人暮らしの高齢者世帯は、平成 17（2005）年度

に 6400 世帯でしたが、平成 37（2025）年度には２倍以上の約 1万 3000 世帯に増えると予

測されます。 

●公的な福祉制度だけでは対応できない多様な課題もあります。地域ではさまざまな福祉活

動が展開されていますが、支援を必要とするすべての人への支え合いの仕組みづくりを支

援します。 

 

いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 

超高齢化が進行するなかで、市民のだれもが、住み慣れたまちで、自分らしく元気に暮ら

し続けられる地域をつくります。 

保健・医療の基盤を維持・充実し、疾病の予防や早期発見・早期治療などを推進すること

で、市民の健康を守ります。また、市立病院で質の高い医療サービスを安定して提供します。 

制度による公的な福祉サービス（公助）を充実させていく一方で、多様化する課題に的確

に対応するため、公助の限界を見極めつつ、共助による支え合いの仕組みを構築します。さ

まざまな福祉活動を支援し、ネットワーク化することで、地域の「支え合い」の力を着実に

育てます。 

基本理念 
２ 
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◇ 基本理念３に関する現状・課題・方向性 ◇ 

●平成 10（1998）年に環境の保全と創造に関する基本方針となる環境基本計画を策定し、環

境行政を推進してきましたが、地球温暖化や生物多様性※の喪失など深刻化・多様化する環

境問題に対応するため、平成 22（2010）年度末を目標に計画の改定作業を進めます。 

●市域の温室効果ガス排出量やエネルギー使用量は、人口、世帯数の影響もあり年々増加傾

向にあります。温室効果ガス排出量は、京都議定書の第一約束期間の平成 24（2012）年度

には約 87 万トン（二酸化炭素換算）で、平成２（1990）年度に比べて約 18 万トン（26.6%）

増加すると予測されています。市域の温室効果ガスの削減や省エネルギー化を推進するた

め、補助制度を創出し、さらに市民・事業者・行政の環境意識の高揚や地域組織・団体へ

の活動を支援します。 

●市内の大気環境、水環境については、定期的に測定を行うとともに、市民、事業者への意

識を高める取り組みを推進します。 

●平成 19（2007）年度に策定した湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、資源循

環型社会※の構築を目指し、効果的な施設整備や分別収集方法の見直しを進めます。 

●茅ヶ崎市では、近年、市民の安全・安心に対する意識が高まっており、自分たちの安全は

自分たちで守るという意識が生じ、防犯組織が構築され始めており、その活動を支援しま

す。 

●平成 20（2008）年度における人身交通事故に占める自転車事故の比率が高いため、警察関

係機関と連携してルール・マナー教室を実施しています。交通ルール遵守の徹底やマナー

の向上を目指します。 

安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 

深刻化している地球温暖化への対策は、地球規模での喫緊の問題であり、待ったなしの状

況にあります。低炭素社会※への転換を図り、資源循環の仕組みを確立するとともに、生物多

様性※の保全など自然との共生に配慮したまちづくりを進めるため、市民生活や事業活動、行

政サービスの中で、着実に具体的な成果をあげていくことができるよう、広域的な観点に立

ち、他の自治体などと連携して総合的に政策を展開します。 

ごみの排出量は減少傾向にあるものの、資源化率の低迷は切実な問題であり、ごみの発生

抑制、再使用、再生利用を通じて資源化率の向上や資源循環型社会※の構築を進めます。 

市民の安全・安心に向けて、日常の防犯・交通安全に努めるとともに、災害が発生した場

合の迅速かつ的確な対応ができる防災体制を構築します。 

多発している犯罪や安全な消費を脅かす諸問題などに対する市民の悩みや不安の解消を図

ります。 

災害や火災時などに対応する消防・救急体制を整え、市民の生命、身体や財産を守ります。 

基本理念 
３ 
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●自主防災組織が災害時に、自助・共助組織としての役割を担えるようにするため、平成 11

（1999）年度から、防災リーダーを養成し、年５回の研修を行っています。自主防災組織

の充実を図ります。 

●市民が抱えるさまざまな悩みを解決し、安心して生活ができるよう法律相談や消費生活相

談をはじめ、各種相談の整備拡充を行っています。全体の相談件数は、平成 19（2007）年

度は、5484 件、平成 20（2008）年度は、6476 件と増加しています。多重債務に陥った債務

者の生活支援と早期の債務整理に導くため、平成 19（2007）年 11 月から多重債務相談窓口

を開設しました。平成 19（2007）年度は、152 件、平成 20（2008）年度は、324 件の相談

を受けており、今後も増加が予想されるため、相談体制の充実を図ります。 

●消防・救急体制は、市民の生命、身体や財産を守る責務を全うするため「消防力の整備指

針」に基づき、着実に消防力の充実強化を進めるとともに、各種災害に的確に対応できる

組織の構築や消防職員のさらなる能力向上を図ります。また、消防団との連携や市内の事

業所との協力体制をさらに深め、地域消防力の充実強化を推進します。 

●例年、放火やたばこの不始末が原因の火災は全火災件数の３～４割（市内の全火災件数 60

件・うち放火やたばこの不始末が原因 20 件（平成 20(2008)年））と多くを占め、また、救

急搬送した傷病者の約５割（市内の全救急搬送人数 8478 人・うち軽症者 4313 人（平成

20(2008)年））が軽症者です。継続して、防火・防災意識の向上や救急車の適正利用につい

て広く市民に周知するなどの対策を進めます。 

●平成 18(2006)年１月に市内の事業所勤務者や市民による茅ヶ崎市応急手当普及協会を設立

し、主体的に普通救命講習会を開催しています。今後も活動を継続し、市民への救命意識・

技術の普及を推進します。 
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◇ 基本理念４に関する現状・課題・方向性 ◇ 

●茅ヶ崎市は、行政区域の全域が都市計画区域であり、昭和 45（1970）年に市街化区域及び

市街化調整区域が定められています。昭和30年代後半からの人口増加に伴い、平成５（1993）

年、香川・下寺尾地区の約 31．5 ヘクタールを市街化区域に編入し、土地区画整理事業に

より計画戸数 1000 戸の都市づくりを行いました。今後は、現在の土地利用を継続しつつ、

都市基盤の整備などにより都市の成熟を図ります。 

●現在の都市構造を基本に都市の成熟を図るため、まちづくりのルールの拡充、自然や農業

環境の保全に向けた取り組みの充実など、総合的な土地利用施策を市民との合意形成のも

と、今後も積極的に推進していくため、必要な制度の制定と拡充を図ります。 

●市民の多くは、自然の豊かさと生活の利便性、居住環境という側面から、住み良さを実感

しています。その一方で、高密度な市街地の形成過程で、生活道路や公園の整備が遅れ、

生活基盤に対する市民満足度が低いことから、住宅地、商業地、工業地など、地域特性に

応じた市街地環境の改善、基盤整備を進めます。 

●茅ヶ崎市の都市計画道路の整備状況は、平成 20（2008）年度末の整備率が 53．6％であり、

近隣市の藤沢市 70．2％、平塚市 62．3％に比べて整備率が低い現状です。現在整備中の環

状道路や主要幹線道路を優先的に整備し、茅ヶ崎駅周辺へ集中する交通渋滞の解消や、歩

行者などの安全性の確保と交通の利便性を図ります。また、狭あい道路などの解消や無電

柱化を推進し、災害時における緊急活動の円滑化や避難路の確保、景観や環境に配慮した

人々が行きかい 自然と共生する 便利で快適なまちづくり 

茅ヶ崎市は、海・川・里山の自然環境に恵まれ、平たんな地形にコンパクト※な市街地が形

成されており、この茅ヶ崎らしい都市の特徴を十分に生かした「住んでよかった、住み続け

たい」と思える魅力あるまちを維持・創造します。 

現在の都市構造を基本に都市の成熟を図るため、市街地の無秩序な拡大を抑制して自然環

境との調和を図るなど、地域の特性に配慮した都市づくりや道路などの基盤整備に取り組み

ます。 

市民生活の利便性を高める都市機能を効果的に集約した都市拠点の整備や、公共交通を主

体とした環境負荷の少ない交通体系の形成を目指します。 

公共下水道の汚水管の整備と水洗化普及率の向上により、川の水質を良好に保ちます。ま

た、雨水対策を充実させ、浸水被害の軽減を図るとともに、川に親しめる快適な水環境を創

出します。 

茅ヶ崎の高い知名度や地域資源、企業の先端技術などを生かしながら、各産業の連携やブ

ランド化戦略を進めて、多くの人が訪れる魅力と活力を育てるとともに、市内での雇用創出

や次世代の定住を図ります。 

自然環境など地域の特性に配慮し、生活や防災性、産業に配慮した活力あるまちづくりを
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都市づくりを進めます。 

●昭和 38（1963）年度より着手した、公共下水道の平成 20(2008)年度末の普及率は汚水施設

では、95．2％と、県内の一般市の平均より高く、公衆衛生、生活環境が向上するとともに

河川の水質が改善されるなどの効果が得られています。一方で、雨水施設は、面積整備率

が 46.7％と低いことから、雨水対策を充実させ、浸水被害の軽減を図るため施設整備を進

めます。また、河川については、切実な浸水被害を軽減するとともに、川に親しめる快適

な水環境を創出するため、千ノ川整備計画を策定しており、その計画に基づき事業を進め

ます。 

●茅ヶ崎市の産業は、農業・漁業、商業、工業のそれぞれで、従業者数や事業所数が減少傾

向です。このため、茅ヶ崎の高い知名度や地域資源、企業の先端技術等を生かしながら、

各産業の連携を進め、生産性の向上やブランド価値の創造、雇用促進などの環境づくりを

図ります。 

●首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路）延伸に伴う（仮称）寒川南インターチェンジ

周辺においては、産業系土地利用を検討し、計画的な企業誘致などを図ります。 

●浜見平地区は、周辺地区も含め、少子・高齢化を考慮し、団地の建て替えに合わせ、利用者の

生活の利便性や防災性の向上を図るため、公共施設・商業施設を段階的に整備します。 
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◇ 基本理念５に関する現状・課題・方向性 ◇ 

●平成 12（2000）年のいわゆる地方分権一括法の施行以来、国と地方公共団体が分担すべき

役割を明確にするとともに、地方公共団体の自主性や自立性を高めることにより、地方公

共団体が自らの判断と責任で行政を運営することをさらに推進します。 

●茅ヶ崎市は、平成 15（2003）年４月に特例市へ移行し、権限移譲を進めていますが、権限

移譲に伴う財政上の措置などに不十分な点があるとして、全国市長会などを通して継続的

に財源の移譲を国へ要望しています。今後も権限移譲に伴う確実な財源移譲を求めます。 

●少子高齢化の進展による就労人口の減少や高齢者の増加による扶助費の増加など構造的な

財源不足を生じる可能性があります。第１次・第２次行政改革大綱に基づく実施事項によ

り、12 年間で約 90 億円の効果額を上げています。平成 20（2008）年度に第３次行政改革

大綱を策定しており、引き続き行政改革に取り組みます。 

●第１次定員適正化計画、第２次定員適正化計画ともに、目標値を上回る減員を達成してお

り、県内各市と比較して、人口あたりの職員数は最少となっています。適材適所の配置と

職員育成により職員の能力を最大限に発揮させ、市民ニーズに合致した市民サービスを提

供します。 

●平成 15(2003)年度に導入した事務事業評価を業務棚卸評価とし、予算と連動しながら進行

管理を行っています。厳しい財政見通しと目前に迫った超高齢社会を踏まえ、明確な目標

に基づく戦略的でスピード感のある政策を展開（政策の選択と集中、ＰＤＣＡ※マネジメン

ト）し、確実な成果を示すことが求められています。成果指標などを明確に位置付けます。

●市民ニーズは複雑・多様化しており、それに的確に対応できる職員が求められています。

求める人材像を明確にし、積極的に採用活動を行うことにより多様な人材を確保するとと

一人一人の思いが調和し 未来をひらく 行政経営 

業務効率化による経常経費の抑制、事務事業評価による効率的な予算配分などを通じて、

将来への投資が可能な財政基盤を維持するとともに、適正な予算・人員編成に基づいて、課

題解決に向け効果的な政策を迅速かつ着実に立案・実行し、具体的な成果を上げます。 

分権型社会における自治体経営の担い手となり、多様化する市民ニーズに的確に対応でき

る創造性豊かな人材を育成します。 

政策や事務事業の成果は、暮らしの質や市民満足度の向上など、金銭的な価値では測れな

い効果も含めて的確に評価を行い、さらなる効果を得られるよう改善を進める仕組みを構築

し、評価結果を生かした進行管理による行政経営を行います。 

市民や事業者とのコミュニケーションや協働※の取り組みを活発に進められる体制を構築

し、市民サービスの新たな担い手となる多様な主体を育成するとともに、市民の主体的な活

動に委ねるべきこと、民間企業の資金やノウハウを生かすべきことを見極め、新しい形の「公

共」の形成を進めます。 
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もに、適正な人事評価を実施し、人事給与制度と連携することで職員のモチベーションア

ップを図ります。また、時代の変化に敏感に対応できる職員を育成するため、研修制度を

充実させ、課題発見能力や企画力のアップを図り、政策形成能力を向上します。 

●全国各地で、地域課題やニーズに対応する住民自らの活動が広まりつつあり、活動の参加

者にとっては自分の価値観を見出す場となっています。茅ヶ崎市に登録されている市民活

動団体は年々増加し 238 団体（平成 20(2008)年度）となり、活発な活動がされています。

一人一人の力を生かし、地域の力を発揮できる仕組みづくりを進めます。 

●市民団体の活動を支援するための「市民活動げんき基金」を平成 17(2005)年度から実施し

ています。市民活動団体の特性を生かす新たな市民サービスを担う手法として、平成

19(2007)年度から協働推進事業※を実施してきました。平成 21(2009)年度には 15 事業に取

り組みました。今後も各団体の自立的活動を応援します。 

●新しい形の公共の形成には、市民活動団体など協働※する主体との対等なパートナーシップ

の構築、活動団体の事業実施能力の向上や人材育成、活動を進化させ持続させるための人・

資金・信頼の獲得などが重要です。新しい公共の形成に向け、地域の主体的なまちづくり

活動の支援を担える職員を育成するとともに、市民サービスを提供しようとする多様な主

体に対し支援します。 

●滞納額の縮減、収納率を向上させて歳入を確保し、定員適正化や事務経費の削減による歳

出を抑制し、不用な市有財産の売却や市有財産の広告媒体としての活用などで、財源確保

に努めます。また、環境に配慮した庁舎などの管理を率先して実施します。 
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 財政の将来見通しと財政方針 

 
将来の都市像の実現にあたり、計画期間における財政見通しとして、市税収入をはじめとした

収入の捕捉、施策に必要な事業費の見積もり、行政改革大綱に基づいた行政改革実施事項の効果

額の加味、特定目的基金の活用など、一定の前提条件のもとで試算しました。 
 

１  歳入試算の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入総額は、平成 11（1999）年度と 10 年後の平成 20（2008）年度の当初予算の比較では、

521 億円に対して 551 億円となっており、5.8％の伸びとなっています。今回の見通しでは、

10 年間、年度間の増減はあるものの、約 570 億円から約 600 億円の間で推移し、計画期間の

初年度と最終年度の比較では、ほとんど伸びはないものと試算しています。 

主な歳入として、市税は、平成 11（1999）年度と 10 年後の平成 20（2008）年度の当初予

算の比較では、9.2％、約 31 億円の伸びとなっています。平成 19（2007）年度の税源移譲に

よる個人市民税の伸びと長期にわたる景気の上昇による法人市民税の伸びなどが要因とな

っています。また、決算の比較では 9.9％、約 33 億円の伸びとなっています。 

今回の見通しでは、平成 23（2011）年度と 10 年後の平成 32（2020）年度の比較では、5.7％

の伸びとなっており、約 20 億円の増加にとどまっています。 

また、市債について、平成 11（1999）年度から平成 20（2008）年度まで 10 年間で約 410

億円を借り入れています。今回の見通しでは、平成 23（2011）年度から平成 32（2020）年

度までの 10 年間で約 438 億円を見込んでいます。 
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歳入の試算は、次の項目に留意して作成しました。 

(1) 市税のうち個人市民税は、「経済財政の中長期方針と 10 年展望 比較試算」（平成 21
（2009）年 1 月 16 日経済財政諮問会議提出）で想定された「世界経済の停滞が継続するシ
ナリオ」と「世界経済順調回復シナリオ」の中間を想定して算定しました。また、将来の給
与所得者の減少数と年金所得者の増加数の見込は、本市の人口推計をもとに算出しました。 

※１「世界経済の停滞が継続するシナリオ」では、名目経済成長率を平成 22（2010）年度（マイ

ナス 0.5％）、23（2011）年度（マイナス 0.6％）、24（2012）年度（マイナス 0.8％）、25（2013）

年度（マイナス 0.2％）、26（2014）年度（0.5％）、27（2015）年度～28（2016）年度（1.0％）、

29（2017）年度以降（1.5％）としています。 

※２「世界経済順調回復シナリオ」では、名目経済成長率を平成 22（2010）年度（2.0％）、23（2011）

年度（2.2％）、24（2012）年度（2.1％）、25（2013）年度（2.5％）、26（2014）年度（2.7％）、

27（2015）年度以降（3.0％）としています。 

法人市民税は、平成 21（2009）年度予算との比較でマイナス 20％の状況が平成 32（2020）
年度まで続き、均等割額のみが増加すると見込んでいます。 

固定資産税は、評価替え年度での減収、据え置き年度での増収を見込みました。都市計
画税は、固定資産税と同様に推移するものと見込みました。 

(2) 国県支出金は現行制度を前提に扶助費等のうち補助事業の伸びを見込んだほか、歳出の
普通建設事業費に連動して算出しました。 

(3) 市債は、臨時財政対策債を毎年度 19 億円見込んだほか、歳出の普通建設事業費に連動し
て見込みました。 

(4) 「交付金等」は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、
地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交
付税（特別交付税）、交通安全対策特別交付金をまとめたもので、過去の実績を考慮しほぼ
同額で推移するものとしました。 

(5) 「その他の歳入」は、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入
金、繰越金、諸収入をまとめたものです。使用料及び手数料、分担金及び負担金、繰越金は、
平成 21（2009）年度当初予算とほぼ同額を各年度見込みました。財産収入は、公共施設再
編整備計画で予定している不用土地の売却収入を見込んでいます。繰入金は、公共施設等再
編整備基金、ごみ減量化・資源化基金、市民活動推進基金から 46 億円の繰り入れを見込ん
でいます。 

(6) 茅ヶ崎市では、これまで、平成 7（1995）年に行政改革の指針として、行政改革大綱を
策定し、第 1次から第 3次（平成 8（1996）年度から平成 24（2012）年度まで）にわたる行
政改革実施計画により行政改革の推進に取り組んでおり、一定の成果を得てきました。計画
期間となる平成 25（2013）年度以降についても、引き続き実施する事項として、目標効果
額を加味しました。行財政改革の実施項目の歳入に係る目標効果額として、使用料・手数料
等の受益者負担の適正化、市税等の収納対策の強化、未利用地の処分活用、民間広告の掲載
による財源確保等 10.6 億円を反映しています。 
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２  歳出試算の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出総額は、10 年間で、普通建設事業費を一定額見込んでいるほか、公債費、物件費、繰

出金の伸びを見込み、約 594 億円から約 613 億円の間で推移するものと試算しています。特

に 10 年間での福祉的施策の拡充を見込んだ扶助費の伸びは、市税収入での約 20 億円の伸び

を上回る約 31 億円を見込んだ試算となっています。 

主な歳出として、扶助費は平成 11（1999）年度と 10 年後の平成 20（2008）年度の当初予

算の比較では、約 51 億円に対して、約 92 億円（63％の増）と 10 年間で大幅な伸びとなっ

ています。これは、この間に児童手当の対象年齢の引き上げ及び所得制限の引き下げによる

対象者の増加など福祉的施策の拡充が要因となっています。 

今回の見通しでは、制度改正がないことが前提となっていますが、平成 23（2011）年度と

10 年後の平成 32（2020）年度の比較では、約 31 億円（30％の増）の増加を見込んでいます。 

扶助費のほか、人件費、公債費は、義務的経費といわれ、削減が難しいといわれている経

費です。これらの平成 11（1999）年度と 10 年後の平成 20（2008）年度の当初予算の比較で

は、約 255 億円に対して、約 284 億円（約 29 億円、11％の増）となっています。今回の見

通しで、平成 23（2011）年度と 10 年後の平成 32（2020）年度の比較では、9.4％の伸びと

なっており、約 28 億円の増加となっています。 
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歳出の試算は、次の項目に留意して作成しました。 
(1) 人件費は、市長、市議会議員、職員などに支払われる報酬、給料などの経費です。人件
費では、退職手当について定年退職予定者及び普通退職者の見込みを計上しました。 

(2) 扶助費は、生活保護法などに基づき、被扶助者の生活を維持するためなどに支出される
福祉的な経費です。過去の事業費の伸び率や人口推計による対象者の増などを見込み積算し
ました。生活保護扶助費は経済状況、雇用情勢の悪化により相当の伸びが見込まれるため、
この状況が続くものとして積算しました。 

(3) 公債費は、借り入れた市債の元金・利子を償還するための経費です。平成 21（2009）年
度までの発行債及び公共施設再編整備に係る市債のほか、計画期間において想定する事業債
に係る元利償還金を見込みました。平成 22（2010）年度末の市債残高は、425．98 億円とな
る見込みです。 

(4) 物件費は、事務を行うのに必要な経費や公共施設の光熱水費などの支払いのための消費
的な経費です。民間活力の活用による委託料の増加などを考慮し、毎年一定の伸びを見込み
ました。 

(5) 投資的経費は、普通建設事業費や災害復旧費のように、支出の効果が施設等の資本形成
に向けられ、将来に残るものに支出する経費です。計画期間において想定する道路や施設整
備に係る事業費を見込みました。 

(6）繰出金は、国民健康保険事業、下水道事業等の特別会計に対して繰出基準等により支出す
るもので、過去の推移を勘案して一定の増加を見込みました。また、病院事業への負担金は、
繰出金と同様の性格のため、便宜上繰出金で見込んでいます。 

(7) 「その他の歳出」は、維持補修費、補助費等、災害復旧費、積立金、貸付金及び予備費
をまとめたものです。 

(8) 行政改革の実施項目の歳出に係る目標効果額として、今後策定する定員適正化計画での
職員数・職員給与の適正化のほか、特殊勤務手当等の見直しによる人件費の削減、民間委託
等の推進、経費全般についての節減合理化など 63.34 億円を反映しています。 

(9) 計画期間中に見込まれる市債残高の状況は、次のとおりです。また、一般会計等の市債
の元利償還金が財政に及ぼす負担を表し、財政の健全性を判断する新たな指標である「実質
公債費比率※」は２％から４％で推移する見込となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実質公債費比率※の推移                    （単位：％） 
区  分 Ｈ23 年度見込 Ｈ24 年度見込 Ｈ25 年度見込 Ｈ26 年度見込 Ｈ27 年度見込 

実質公債費比率 2.5 2.4 2.4 2.8 3.2 
区  分 Ｈ28 年度見込 Ｈ29 年度見込 Ｈ30 年度見込 Ｈ31 年度見込 Ｈ32 年度見込 

実質公債費比率 3.5 3.5 3.7 4.0 4.3 

 

 

 
 

億円 
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３  収支試算の見通し 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当面の前提条件のもとで、10 年間の大枠の財政見通しを試算しましたが、計画期間中約

139 億円の収支不足が見込まれています。 

このような厳しい財政状況では、財政の効率化に努め、健全な行財政運営を維持していく

ことが肝要です。 

総合計画の実行は、政策目標、施策目標を達成するための具体的な施策・事業を内容とす

る実施計画によることになりますが、実施計画は、より精度の高い財政推計のもとで事業費

の精査、財源の把握をしながら施策・事業を選択し策定することになります。 

さらに実施計画に基づいて予算を編成する段階では、必要性がある施策・事業であっても、

緊急性が高い施策・事業を優先的に順位付けることにより、先送りしたり、凍結したりする

ような、「選択と集中」を基本として、収支の均衡を図らなければなりません。 
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４  財政方針 

 

収支不足額への対応として、次の取り組みを行うことにより収支の均衡を図ります。 

①聖域を設けることなく、あらゆる面からさらなる行政改革の努力により、歳出では、投資

的な経費をはじめ、人件費（定員適正化計画に基づく職員の削減、再任用職員の活用等）、

扶助費（国や県の基準を上回って実施している事業、市単独で実施している事業等の見直

し）、物件費（施設運営経費等の見直し）、補助費等（市全体の公平性を念頭においた補助

金の見直し）などの経費の節減を図り、歳入では受益者負担の適正化、市税等の収納対策

の強化等により、収入確保に努めます。 

②毎年の予算編成において、事業費や歳出に連動する国県支出金、市債等の歳入の精査、事

業の実施時期の見直し、事業手法の変更等施策調整・事務事業の見直しによる財源調整を

行います。 

③国が定める地方財政計画における財源対策を活用します。 

④特定目的基金や財政調整基金（平成 21（2009）年３月末現在高 55．8 億円）を活用します。 

また、現行の国と地方の税源配分（３対２）と最終支出（２対３）の乖離が生じており、

地方団体の自立的財政運営が可能となるよう、さらなる税源移譲の措置を要望することはも

ちろんのこと、新たな財源対策として一定額を見込むこととします。 

 

５  試算の見直し 

 

この財政見通しの試算での収支不足額は、当面の前提条件に基づいたものであり、今後の

経済動向や国における地方財政計画さらには経済対策により、大きな影響を受けることにな

りますが、実施計画の策定や予算編成の際に参考とします。 

試算した財政見通しで想定する市税、交付金等の歳入が大きく変動する場合、又は歳出に

おいて、大きく試算と乖離するような場合は、適宜、財政見通しを見直すこととします。 
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 まちづくりの目標体系図 

 
 

 
 政策共通認識 

 
 

 
 目標達成の基本的方向 

 
基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 

基本理念２ いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 

基本理念３ 安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 

基本理念４ 人々が行きかい 自然と共生する便利で快適な まちづくり 

基本理念５ 一人一人の思いが調和し 未来をひらく 行政経営 

 
 

● 第２章 ● 

 

まちづくりの目標体系と 

達成に向けた基本的方向 
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 まちづくりの目標体系図 
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政 策 共 通 認 識 
 

第２章 １．まちづくりの目標体系図 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 

 

将来の 
都市像 

 

まち 

づくり 

の 

基本 

理念 

９３の 

施策目標 

(課の目標) 

        政策目標〔１〕     ※子育て
次世代の成長を喜びあえるまち 

01 安心して子どもを育てることを支援する（子育て支援） 
02 ニーズに合った多様な保育を行う（保育） 
03 子どもの健康な成長を支援する（子ども育成） 
     政策目標〔２〕※学校教育・社会教育 
次世代をはぐくむ教育力に富んだまち 

04 学びの質を高め、学び続ける意欲を育てる学校教育
を推進する（学校教育） 
05 自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保
護を推進する（社会教育・文化財保護） 
06 思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる 
（青少年育成） 

07 地域社会を支える情報拠点としての機能をたかめ
る（図書館） 
08 教育理念を実現する政策を推進する（教育政策） 
09 子どもの健やかな育ちを促す教育を研究し支援す
る（教育研究・教育相談・教育研修） 

        政策目標〔３〕    ※教育環境
次代に向かって教育環境ゆたかなまち 

10 円滑に教育行政を進める（教育総務） 
11 安全で快適な教育環境をつくる（教育施設） 
12 健やかで安心できる学校生活を支援する（学務） 
       政策目標〔４〕  ※生涯学習・文化 
多様な機会に学び、活動し、交流する、 

豊かな感性をはぐくむまち 
13 まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛
着を持ち、未来を創造する力をはぐくむ 

（生涯学習・市民文化） 
14 いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康
にできる環境をつくる（スポーツ・健康づくり） 

15 互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる
社会をつくる(男女共同参画・多文化共生・人権） 

 

政策目標〔５〕 ※保健・福祉 
共に見守り支え合い 

すこやかに暮らせるまち 
16 健康と自立した生活を支え合える地域
の仕組みをつくる（保健・地域福祉） 
17 医療を受けられる保険制度を安定的に
運営する（医療保険・国民年金） 

18 高齢者の健康でいきいきとした暮らし
を支援する（高齢者福祉・介護） 
19 障害者の自立した生活と社会参加を支
援する（障害児(者)福祉） 
20 安定した生活を支援する（生活援護） 
     政策目標〔６〕   ※医療 

質の高い医療サービスを 
安定的に提供するまち 

21 効果的･効率的に病院を経営する 
（病院経営） 
22 高度で良質な医療サービスを提供する 
（医療サービス） 

 

政策目標〔１０〕   ※都市づくり 
魅力にあふれ住み続けたいまち 

36 地域特性を生かした都市空間をつくる（都市計画） 
37 住みやすく住み続けたいまちをつくる（都市政策） 
38 美しい景観を形成し、命をはぐくむみどりを保
全・再生・創出する（景観・みどり） 
39 安全で秩序ある住環境を形成する 
（建築指導・建築安全） 
40 開発行為時の規制と秩序あるまちづくりを促
進する（開発） 

政策目標〔１１〕   ※土木・基盤 
だれもが快適に過ごせるまち 

41 道水路敷の効率的な管理・利用を進める 
（道水路敷管理） 

42 交通を円滑に処理する道路網を整備する 
（道路建設） 
43 身近な生活道路を安全で快適にする（道路管理） 
44 公園・緑地を整備する（公園・緑地） 
45 安全で環境に配慮しただれにもやさしい公共
建築物をつくる（公共建築・市営住宅） 

政策目標〔１２〕   ※下水道・河川 
快適な水環境が守られるまち 

46 下水道経営を健全に安定して行う（下水道経営） 
47 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する 

（下水道・河川整備） 
48 下水道・河川施設の信頼性を確保する 
（下水道・河川管理） 

政策目標〔１３〕    ※産業・雇用 
地域の魅力と活力のある産業のまち 

49 多くの人々を誘う魅力あるまちづくりを支援
する（産業政策） 
50 農業・水産業の振興と農地・海浜の保全・活用
を進める（農業・水産業・海浜） 
51 充実感をもって働けるための就労を支援する 
（労働） 
52 地域特性に配慮した都市拠点を整備する 
（拠点整備） 

政策目標〔１４〕  ※農業委員会 
農地の適正で有効な利用を図る 

政策目標〔１５〕      ※企画 
社会の変化に対応できる行政経営 

53 市の情報を広く発信し、市長・副市長の執務を
円滑にする（秘書・広報・特命調査） 
54 先を見据えた政策を実現する 
（企画政策・組織・行政改革・事務管理） 
55 国・県・他の自治体と連携し施策の効果を上げ
る（広域行政・国県事業・地方分権） 
56 情報セキュリティを確保しながら利便性を向上
させる（情報システム） 
57 公共施設の再編整備と適正な維持管理を進める 
（公共施設再編整備） 

政策目標〔１６〕     ※総務 
それぞれが持つ力を最大限に発揮する 

行政経営 
58 市民と行政が協力して自治の進展を図る 
（市民参加・協働・コミュニティ） 
59 職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつく
る（定員管理・人事・福利厚生） 
60 市が保有する情報を総括的に管理する 
（議会対応・情報公開・統計） 

61 戸籍・住民基本台帳事務を迅速・正確に行う 
（戸籍・住民基本台帳） 
62 自立的に、適正な法的判断を行うことのできる
体制を構築する（文書・法務） 
63 北部の行政拠点を充実する（小出支所） 

政策目標〔１７〕     ※財務 
ゆるぎない基盤を持ち続ける行政経営 
64 政策の実現を支える健全な財政運営を維持する
（財政・事業評価） 

65 徴収率を向上させる（徴収） 
66 市民税の公平・適正な課税を行う（市民税） 
67 固定資産税の公平・適正な課税を行う（固定資産税） 
68 財産を適正に管理する（財産管理） 
69 効率的で公正に入札・契約を執行する（契約） 

政策目標〔１８〕     ※会計 
公金の管理を適正に行い、安全 

かつ有利な運用を図る 
政策目標〔１９〕     ※選挙 

住民の意思を行政に反映させる 
政策目標〔２０〕     ※監査 

行政執行の適法性、効率性、 
妥当性を維持し確保する 

 と 

２
０
の
政
策
目
標 

６
９
の
施
策
目
標 

政策目標〔７〕 ※環境・資源 
環境に配慮し 

次代に引き継ぐ潤いのあるまち 
23 環境に配慮した市民・事業者・行政の
率先した活動と連携による活動を促進
する（環境政策） 
24 快適で安全な生活環境を守る（生活環境） 
25 資源循環型社会の形成を目指す 
（資源循環） 
26 ごみや資源物を効率的に収集・処理す
る（収集･処理） 

政策目標〔８〕 ※安全・安心 
安全で安心して暮らせるまち 

27 市民生活の安全を確保する（防犯・交通安全） 
28 あらゆる災害や危機に効果的に対応す
る（防災） 
29 市民の悩みや不安を解消する 
（相談・消費生活・広聴） 

政策目標〔９〕    ※消防 
生命や財産が守られるまち 

30 消防業務を円滑に実施するための体制
を整備する（消防組織） 
31 火災発生と火災危険を減らす（予防） 
32 消防力を充実し、災害活動体制を強化
する（警防） 
33 救急業務の高度化を図り、質の高い救
急サービスを提供する（救命） 
34 防火対策の指導を効果的に実施する 
（指導） 
35 消防業務を効果的・効率的に実施する 
（消防警備） 

まちづくり編 行政経営編

学び合い育ち合う 
みんなの笑顔がきらめく 

ひとづくり 

１ 

いきいきと暮らす 
ふれあいのある 

地域づくり 

２ 

安全でやすらぎのある 
持続可能な 

暮らしづくり 

３

人々が行きかい 
自然と共生する便利で快適な 

まちづくり 

４

一人一人の思いが調和し 
未来をひらく 

行政経営 

５ 

共生社会 環  境 協  働 生涯学習 安全・安心 
政策 

共通 

認識 
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 政策共通認識 

～ 政策・施策に取り組むうえで常に念頭に置くべき事項～ 
 

１  政策共通認識の趣旨 

 

趣旨 

政策共通認識は、まちづくりの基本理念を具体的に進める際に、前提となる認識です。 
超高齢化が進行し、人口減少局面への転換を目前に控え、一人一人の市民が、あらゆる場

面で十分に力を発揮して、社会全体の活力や助け合いにより支えられる地域社会を育ててい

かなければなりません。 
戦後から続く都市の成長も終息しつつあり、今後は、成熟化に向けて、茅ヶ崎らしい魅力

を感じながら、将来にわたって安全・安心で快適に暮らし続けられるよう、まちや暮らしの

質を重視した政策展開が重要となっています。 
茅ヶ崎市では、こうした社会背景を踏まえつつ、未来に通用する“持続可能な社会構造”

への変革を進めます。 
今後、五つのまちづくりの基本理念に基づき実行するすべての事項に取り組むうえで、こ

こで掲げる事項を共通の認識とし、政策目標を超えた幅広い連携を進めます。 
まちづくりの基本理念を具体的に進める際に、政策共通認識を確認し、配慮の可否を検討

したうえで、計画を立案し、実行します。 

第２章 ２．政策共通認識 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 
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２  政策共通認識とその視点 

 
政策共通認識は、次のⅠ～Ⅴとします。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

【視点】  この基本構想で考える共生社会とは、市民一人一人が互いの権利を尊重し、

それぞれの生き方について相互理解のもと共に支え合って、安定した暮らしや

地域の活力を育てることです。 

男女が地域社会の対等な構成員として、自らの意思で社会の活動に参画する

機会が確保され、等しく政治的、経済的、社会的、文化的利益を享受し、共に

責任を負うことのできる「男女共同参画社会」の実現が重要です。 

さまざまな社会制度やまちの環境、地域、職場などで、性別や年齢、国籍、

障害の有無などによる障壁（バリア）を感じることなく、自分らしく社会に参

画できるよう配慮されていることが大切です。 

暴力・虐待・いじめ、不当な差別などによって抑圧されることのない社会で

なければなりません。 

 
 
 
 
【視点】  低炭素社会※・資源循環型社会※・自然共生社会※の形成は、地球環境の保全

の基本となる視点です。 

都市での環境負荷の低減の取り組みを着実に進めるためには、広域的な連携

や総合的な戦略のもと、市民・事業者・行政が共通の問題認識と強い意思をも

って、都市整備・まちづくりの進め方や事業活動、生活のスタイルの転換など

に取り組むことが重要です。 

こうした取り組みの推進の原動力となるのは、子どものころからの地球環境

問題や自然との共生に関心と理解を深める学習や体験、行政の率先行動であり、

市民・事業者を含めて全市一丸となった取り組みが必要です。 

 

 
 

Ⅳ．生涯学習 Ｖ．安全・安心

Ⅰ．共生社会 Ⅱ．環  境 Ⅲ．協  働 

Ⅰ．共生社会 

Ⅱ．環  境 

第２章 ２．政策共通認識 
 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 
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【視点】  少子高齢化や核家族化などの諸問題の対応をはじめ、複雑・多様化する市

民ニーズのなかで、心豊かな暮らしを支えていくため、市民活動団体や事業

者などの特性を生かした連携や役割分担によって、行政だけで対応できない

地域課題の解決に、市民・事業者・行政が協力して行動することが協働※のま

ちづくりです。 

さまざまな分野の政策・施策で、行政が真に担うべき施策・事業・サービ

スを見極め、多様な主体との協働※によって、市民ニーズに対し、よりきめ細

かく対応する市民サービスの提供が可能です。 

協働※の推進やコーディネートを担う行政内部の人材や組織、主体的・自立

的に活動できる市民活動団体や事業者などが着実に育ち、対等な相互の信頼

関係のもとに活動し、協働※により持続して安定した市民サービスを着実に提

供することが大切です。 

 
 
 
 

【視点】  学びたいテーマを自由に選び、自分にあった方法で生涯にわたって学び、

社会、地域の中で、自分自身を生かしていくことが生涯学習です。 
人々が生きがいを持ち、いきいきと暮らしていくためには、働くこと、子

育て、スポーツ、地域福祉、環境保全活動、まちづくり、地域活性化、行政

経営など、生涯を通してさまざまな分野で学び、学習の成果を生かす場があ

り、関わっていくことが重要です。 
 
 
 
 

【視点】  自然災害や犯罪・事故、テロ、詐欺・偽装などの消費者問題、世界的に流

行する感染症など、日常生活を脅かす危険や脅威が顕在化・多様化してきて

おり、安全・安心に特別な意識と投資が必要です。被害を最小限に食い止め

るためには、さまざまな政策・施策の中で、日ごろの備えや危機管理体制を

強化し、有事の際の迅速な対応を意識することが重要です。 
高齢化が急速に進むなか、道路などの公共施設、鉄道駅や大規模店舗など

の公益施設のバリアフリー化やユニバーサルデザイン※の導入を進め、だれに

とっても、安全で快適に利用できるまちにすることが重要です。 
 

Ⅲ．協  働 

Ⅳ．生涯学習 

Ⅴ．安全・安心

第２章 ２．政策共通認識 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 
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 目標達成の基本的方向 

 
 
 
 
 
 

政策目標  
１ 次世代の成長を喜びあえるまち〔子育て〕 
２ 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち〔学校教育・社会教育〕 
３ 次代に向かって教育環境ゆたかなまち〔教育環境〕 
４ 多様な機会に学び、活動し、交流する、ゆたかな感性を育むまち〔生涯学習・文化〕 

 
 
 
 
 

政策目標  
５ 共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち〔保健・福祉〕 
６ 質の高い医療サービスを安定的に提供するまち〔医療〕 

 
 
 
 
 

政策目標  
７ 環境に配慮し次代に引き継ぐ潤いのあるまち〔環境・資源〕 
８ 安全で安心して暮らせるまち〔安全・安心〕 
９ 生命や財産が守られるまち〔消防〕 

 
 
 
 
 
 

政策目標  
10 魅力にあふれ住み続けたいまち〔都市づくり〕 
11 だれもが快適に過ごせるまち〔土木・基盤〕 
12 快適な水環境が守られるまち〔下水道・河川〕 
13 地域の魅力と活力のある産業のまち〔産業・雇用〕 
14 農地の適正で有効な利用を図る〔農業委員会〕 

 
 
 
 
 

政策目標  
15 社会の変化に対応できる行政経営〔企画〕 
16 それぞれが持つ力を最大限に発揮する行政経営〔総務〕 
17 ゆるぎない基盤を持ち続ける行政経営〔財務〕 
18 公金の管理を適正に行い、安全かつ有利な運用を図る〔会計〕 
19 住民の意思を行政に反映させる〔選挙〕 
20 行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する〔監査〕 

 

学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 基本理念 

１ 

いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 基本理念 

２ 

安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 基本理念 

３ 

人々が行きかい 自然と共生する便利で快適な まちづくり 基本理念 

４ 

一人一人の思いが調和し 未来をひらく 行政経営 基本理念 

５ 

第２章 ３．目標達成の基本的方向 

序 

章 

第
１
章 

第
２
章 
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政策目標  

１ 

次世代の成長を喜びあえるまち〔子育て〕 

施策目標 
01 安心して子どもを育てることを支援する（子育て支援） 
02 ニーズに合った多様な保育を行う（保育） 
03 子どもの健康な成長を支援する（子ども育成） 

２ 

次世代をはぐくむ教育力に富んだまち〔学校教育・社会教育〕 

施策目標 
04 学びの質を高め、学び続ける意欲を育てる学校教育を推進する（学校教育） 
05 自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保護を推進する（社会教育・文化財保護） 
06 思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる（青少年育成） 
07 地域社会を支える情報拠点としての機能をたかめる（図書館） 
08 教育理念を実現する政策を推進する（教育政策） 
09 子どもの健やかな育ちを促す教育を研究し支援する（教育研究・教育相談・教育研修） 

３ 

次代に向かって教育環境ゆたかなまち〔教育環境〕 

施策目標 
10 円滑に教育行政を進める（教育総務） 
11 安全で快適な教育環境をつくる（教育施設） 
12 健やかで安心できる学校生活を支援する（学務） 

４ 

多様な機会に学び、活動し、交流する、ゆたかな感性を育むまち〔生涯学習・文化〕 

施策目標 
13 まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛着を持ち、未来を創造する力をはぐくむ（生涯学習・市民文化） 
14 いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる（スポーツ・健康づくり） 
15 互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる社会をつくる(男女共同参画・多文化共生・人権） 

 
 

学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 

基本理念

１

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１ 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標１ 次世代の成長を喜びあえるまち〔子育て〕 

 

施策目標 
01 

安心して子どもを育てることを支援する（子育て支援） 

 
 
 
 
 
 
 
◇茅ヶ崎市の合計特殊出生率は、平成 17(2005)年以降 1.15、1.20、1.31 と推移し上昇してい

ますが、全国平均（17(2005)年以降 1.26、1.32、1.34）に比べて低い水準にあります。 

◇核家族化の進行、地域コミュニティの希薄化、働き方の変化などを背景に、子育て家庭の負

担が大きくなっています。 

◇子育て家庭の負担軽減のため、児童手当を支給しています。平成 18(2006)年度と 20(2008)

年度の延べ支給児童数（1 か月分支給に対し 1 児童と計算）の比較では、22 万 2927 人に対

して 24 万 403 人で、平成 19（2007）年度制度改正や転入などで増加しています。また、母

子家庭には児童扶養手当を支給しています。平成 18(2006)年度と 20(2008)年度の延べ支給

児童数（1 か月分支給に対し 1 児童と計算）の比較では、２万 566 人に対して２万 241 人と

所得などの増加で若干減少しています。 

◇ファミリーサポートセンター事業は、会員同士で子育てを支援する相互援助活動として、平

成13(2001)年 10月に開始しました。登録会員数の15(2003)年度と20(2008)年度の比較では、

838 人に対して 2177 人、活動件数は 3918 件に対して 7280 件と 20(2008)年度はいずれも大

幅に増加し、この事業が積極的に活用されています。 

◇市内３か所の子育て支援センター（茅ヶ崎駅北口子育て支援センター（平成 10(1998)年 4 月

開設）、茅ヶ崎駅南口子育て支援センター（平成 12(2000)年 7 月開設）、浜竹子育て支援セン

ターのびのび（平成 16(2004)年 5 月開設））では、子育てに対する育児不安などの相談を行

っています。平成 16(2004)年度と平成 20(2008)年度の比較では、利用者数は３万 6283 人に

対して、４万 193 人、相談件数は 3399 件に対して、4737 件と平成 20(2008)年度はいずれも

増加しています。 

◇幼稚園などへ通園する子どもの保護者に対する経済的負担の軽減制度の利用者は、平成

16(2004)年度以降、毎年 4000 人程度で推移しています。 

 

 

 

◇初めての子育てでも安心できるサポート体制ができている 

◇子育てを支え合える地域社会の仕組みができている 

◇子どもを産み育てやすい環境が整い、子どもの総数が増えている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標１．子育て 
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◇茅ヶ崎市次世代育成支援対策行動計画（ちがさき子育ち愛プラン）は、平成 17(2005)年３月

に、平成 17(2005)年度から平成 21(2009)年度までの前期計画を策定し、子育て支援を推進

しています。平成 21(2009)年度は、平成 22(2010)年度から平成 26(2014)年度までの後期計

画を策定しています。 

◇健康の増進、経済的負担の軽減などを目的に、ひとり親家庭等医療、小児医療における健康

保険の自己負担額に対する助成を実施しています。平成 21(2009)年４月現在の対象者は、ひ

とり親家庭等医療が 3047 人、小児医療が１万 2459 人となっています。 

 
 
 

１ 乳幼児に関する施策の充実 

子どもの成長にとって乳幼児期の親の接し方が重要であることを啓発するとともに、

保護者のために乳幼児期の子育てについての情報や学習機会の提供など、乳幼児に関す

る施策を充実します。 

 

２ 社会全体で子育てを支援する仕組みの構築 

子育てを教えてくれる人や支えてくれる人が身近におらず、孤立して不安になってい

る保護者と子の双方を支えるため、地域社会全体が子育てにかかわる力や助け合う力を

回復して、地域の中で、子どもを安心して預けあうなど、社会全体で子育てを支援でき

る仕組みの拡充を図ります。 

 

３ 子育て支援の充実 

妊娠期、出産期、乳幼児期、学齢期のそれぞれの時期や保護者の生活形態に応じて、

子育てが初めての人をはじめ、子育て中の保護者が安心して子育てができるよう支援・

助成します。 

 
４ 医療費助成制度の維持 

医療費助成制度（小児医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成）を安定的に継続運営

することで、対象者の健康や福祉の増進と経済的負担の軽減を図ります。 

 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標１．子育て 
 

序 

章 

第
１
章 

 

基
本
理
念
２ 

地
域
づ
く
り 

 

基
本
理
念
３ 

暮
ら
し
づ
く
り 

 

基
本
理
念
４ 

ま
ち
づ
く
り 

 

基
本
理
念
５ 

行
政
経
営 

 

基
本
理
念
１ 

ひ
と
づ
く
り 

第
２
章 



44 
 

 
基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標１ 次世代の成長を喜びあえるまち〔子育て〕 

 

施策目標 
02 

ニーズに合った多様な保育を行う（保育） 

 
 
 
 
 
◇平成 17(2005)年度に次世代育成支援対策行動計画を策定し、子育てを支える社会環境づくり

に取り組んでいます。 

◇保育園待機児童対策として、平成 16(2004)年度では 159 人の待機児童がおり、その解消のた

め、計画では 330 人の定員拡大を目標に掲げ、２か所の保育園の設置、改築や施設改修にと

もなう定数増で、ほぼ目標を達成しました。しかし、平成 21(2009)年４月現在、未だ 143 人

の待機児童がいます。 

◇延長保育、特定保育、一時預かり、休日保育など保護者の就労形態の多様化に対応した特別

保育を行い、子育て環境の整備・拡充を図っています。 

◇放課後児童対策として、各小学校区に公設の児童クラブ１か所の設置を進めてきました。18

小学校区すべてに公設化の目途が立っていますが、児童クラブによっては、児童数が急増し

ている状況があります。 

 

 

 

 

１ 待機児童対策の推進 

認可保育園の施設整備により定員増などを行い、入園待機児童の解消を図ります。 

 

２ 小学生の放課後支援の充実 

児童クラブの環境を整え、保護者が労働などで昼間家庭にいない小学生の放課後の健

全育成を図ります。 

 

３ 保育サービスの質の向上 

保護者の就労形態や生活形態に対応した多様な保育メニューを提供するとともに、保

育サービスの質を高め、保護者が安心して子どもを預けられ、子どもが快適に過ごせる

保育環境を整えます。 

 

◇多様なニーズに合わせた保育サービスが提供されている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標１．子育て 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標１ 次世代の成長を喜びあえるまち〔子育て〕 

 

施策目標 
03 

子どもの健康な成長を支援する（子ども育成） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◇子どもの成長にあわせて、子どもの健康状態の確認、子育てについての相談や学びの機会と

して、健康診査、健康教育、健康相談などを実施しています。各健康診査の受診率は 95～99％

で、市民に定着しています。 

◇子育て中の孤立感や不安の減少を図るため、平成 21(2009)年度から始めた「こんにちは赤ち

ゃん訪問事業」などをとおして、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、地域

の子育て情報の提供や心配事の相談などを実施しています。 

◇子どもを産みやすい環境をつくるため、妊婦健康診査の助成回数を 14 回に増やして実施し

ているほか、平成 20(2008)年度から不妊治療に係る経済的負担を軽減するため、特定不妊治

療費の一部を助成しています。 

◇父親教室や子育て教室などを実施し、男性の子育て意識を高めています。父親教室の参加は

年間約 360～420 組です。 

◇子育て家庭に起きる問題の中には、育児や児童虐待など専門的な支援を必要とするものも多

くあります。 

◇いろいろな育児相談や児童虐待の発生予防・対応のため、家庭児童相談室の充実強化を図っ

てきました。相談件数（平成 17(2005)年度以降 162 件、191 件、326 件、326 件）は年々増

加しています。そのうち児童虐待に関する相談件数は平成 17(2005)年度以降 52 件、95 件、

161 件、210 件と増加しています。 

◇平成 21(2009)年４月から、育児ストレス、育児ノイローゼなどで子育てに対する不安や孤立

感などを抱える家庭などに対して育児に関する具体的な相談・支援を行う育児支援家庭訪問

事業を始めました。 

◇療育相談事業は、関連機関との連携のもとに、発達障害をはじめとした支援が必要と考えら

れる子どもの早期発見・観察・支援などの中心的役割を担っています。 

◇療育相談は、内容が複雑になり、専門的な支援を必要とする相談が増加しています。 

 

◇妊娠期、出産期、乳幼児期の環境に応じて、子どもと保護者の健康が守られてい

る 

◇子どもを産み育てやすい環境が整い、子どもの総数が増えている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標１．子育て 
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１ 母子保健対策の充実 

母子保健対策を充実し、子どもも親も健康な生活を送り、子どもを産み育てやすい環

境づくりを進めるとともに、支援を必要とする家庭を支援します。 

 

２ 子育てサービスの充実 

親となる人に基本的な子育ての仕方を身につけてもらえるよう、訪問指導や相談事業

などの子育てサービスを充実します。 

 

３ 家庭児童相談事業の充実 

家庭児童相談事業を充実し、子育て家庭の育児不安などの解消を目指すとともに、関

係機関と連携して、児童虐待の起きた家庭を支援します。 

 

４ 療育相談事業の充実 

巡回相談などを通じて幼稚園、保育園、学校などの機関と連携を深め、療育相談を充

実します。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標１．子育て 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標２ 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち〔学校教育・社会教育〕 

 

施策目標 
04 

学びの質を高め、学び続ける意欲を育てる学校教育を
推進する（学校教育） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇平成 19(2007)～20(2008)年度に実施した学習状況調査の質問「学校で好きな授業があります

か」の回答では、茅ヶ崎市の児童・生徒の学習意識の肯定的な数値は、平成 19(2007)年度小

学校 94.6%、中学校 81.0%、平成 20(2008)年度小学校 93.6%、中学校 77.3%を示しており、全

国の平均水準と比較した場合、小中学校いずれも２～５ポイント良好な状態にあります。 

◇各小中学校で質の高い授業実践を行うための「授業研究」が、この 10 年間大きく取り組み

を広げました。茅ヶ崎市教育委員会推薦研究や計画訪問の機会に限定されていた授業研究が、

各学校の校内研究・研修として主体的に実施され、新採用教諭の校内での研修を１人あたり

年間 300 時間実施するなど授業改善への取り組みが行われています。 

◇特別に配慮を要する児童・生徒の支援のために、平成 17(2005)年度に新規事業として 28 人

の「ふれあい補助員」を各学校に配置しました。平成 21(2009)年度は、特別支援学級介助員

および通常級介助員の任用条件を「ふれあい補助員」に統一し、102 人を茅ヶ崎市非常勤嘱

託職員として任用することできめ細やかな支援を展開しています。 

◇地域資源の活用による授業の充実と地域連携の推進のために、平成５(1993)年度から「ふれ

あい教育推進事業」を展開しています。各小中学校ではこの事業を積極的に活用し、平成９

(1997)年度では 290 件の人材活用件数が、平成 20(2009)年度では 469 件に増加しています。 

◇茅ヶ崎市の公立小中学校教職員の年齢構成のうち、50 歳代の割合（平成 19(2007)年度）は、

小学校 42%、中学校 36%になっています。また、近年５年間の初任者教諭の採用数は、平成

17(2005)年度 30 人、平成 18(2006)年度 39 人、平成 19(2007)年度 49 人、平成 20(2008)年度

49 人、平成 21(2009)年度 43 人と推移しています。 

 

◇児童・生徒が学びへの意欲にあふれ、学力とともに豊かな人間性がはぐくまれて

いる 

◇地域の教育資源を活用することで授業の充実が図られ、地域連携が推進されてい

る 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
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１ 確かな学力と豊かな人間性の育成 

子どもの育ちを支える教育を推進し、自ら学び続けることによって身に付く学力とと

もに豊かな人間性をはぐくみます。 

 

２ 児童・生徒が主体的に学ぶ教育の推進 

自分を取り巻く世界との出会いと対話を通し、児童･生徒が学びへの意欲にあふれ、

主体的に学ぶ授業づくりを軸とした教育を進めます。 

 

３ 教育相談機能の充実 

児童・生徒が抱える悩みを気軽に相談し、解決することができるよう、学校における

教育相談機能を充実します。 

 

４ 児童・生徒一人一人の状況に応じた教育の推進 

児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善し、克服す

るため、適切な指導や必要な支援を行う教育を推進します。 

 

５ 児童・生徒の成長を促す教育課程の編成 

児童･生徒の学び続ける意欲と豊かな人間性をはぐくむ教育課程を編成し，教育活動

として具現化できるよう学校への支援を行います。 

 

６ 家庭、地域、学校が連携した学校づくりの推進 

児童・生徒の確かな学力、豊かな心、健やかな体をはぐくむため、家庭、地域、学校

が連携して、特色ある学校づくり、魅力ある学校づくり、信頼される学校づくりを進め

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
 

序 

章 

第
１
章 

基
本
理
念
２ 

地
域
づ
く
り 

基
本
理
念
３ 

暮
ら
し
づ
く
り 

基
本
理
念
４ 

ま
ち
づ
く
り 

基
本
理
念
５ 

行
政
経
営 

基
本
理
念
１ 

ひ
と
づ
く
り 

第
２
章 



49 
 

 

基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標２ 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち〔学校教育・社会教育〕 

 

施策目標 
05 

自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保護
を推進する（社会教育・文化財保護） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇家庭、地域、学校、その他関係団体などとの相互の交流を図りながら社会教育事業を実施し

ています。 

◇現代的課題や地域課題を調査し、社会教育講座などを年４回実施しています。 

◇公民館での主催事業は一般教養事業などに比べて、現代的な生活課題や地域課題の学習機会

の提供が全体の半数以下であり、十分ではありません。 

◇公民館の利用者の固定化とあわせて若年層の利用率が高いとはいえません。 

◇開発事業に伴う埋蔵文化財発掘の届け出は、平成 10(1998)年度に 40 件でしたが、平成

19(2007)年度には 282 件に増加しており、文化財が失われる状況にあります。 

◇指定文化財は、平成 10(1998)年度時点で 41 件でしたが、平成 19(2007)年度でも 39 件と指

定による保護が進んでいません。 

◇文化財の公開・活用の拠点である文化資料館の入場者数は、平成 10(1998)年度に、１万 642

人であったものが、平成 19(2007)年度には２万 815 人と倍増しており、市民の関心が高まっ

ています。 

◇後世に継承すべき文化財資料は、平成 10(1998)年度には資料館で１万 7148 点、埋蔵文化財

で 3277 箱であったものが、平成 19(2007)年度には資料館で３万 6851 点、埋蔵文化財で 4806

箱と増加しており収蔵施設が不足しています。 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇家庭、地域、学校の連携協力により、まちの教育力が生かされている 

◇公民館や図書館などが学習・活動の拠点となり、市民自らが地域課題を解決して

いこうとする機運が高まっている 

◇文化財が適切に保護され、活用されている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
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１ 家庭教育・幼児期の教育の支援 
すべての教育の出発点である家庭教育や幼児期の教育の学習機会や情報の提供など

の取り組みを進め、家庭教育や幼児期の教育を支援します。 

 

２ 地域の教育力の向上 

児童・生徒が地域の自然や歴史、文化などを学ぶ機会や地域の人たちとの交流やふれ

あいなど、さまざまな体験を通して成長できるよう地域の教育力の充実に取り組みます。 

 

３ 効果的な社会教育の推進 

さまざまな社会教育事業を体系化し、現代的課題や地域課題などの社会的要請に対応

した学習機会の提供など効果的な社会教育を推進します。 

 

４ 地域の学習拠点としての公民館の充実 

公民館を整備・充実します。公民館は、地域の学習拠点として、家庭、地域、学校を

結ぶコーディネーター的役割を担い、世代間交流、地域づくり、地域活動への支援を行

い、地域課題を地域が自ら解決する力が育つよう支援します。 

 

５ 文化財の保護・活用 

先人が守り、伝えてきた市民の誇れる文化であり、次世代へ伝えるべき文化財の調

査・研究、保全・保護、活用を図り、この過程で市民との協働※を通じて郷土愛をはぐ

くみます。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標２ 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち〔学校教育・社会教育〕 

 

施策目標 
06 

思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる 
（青少年育成） 

 
 
 
 
 
 
◇市子ども会連絡協議会への単位子ども会の登録数が、平成 13(2001)年度の 50 団体から

20(2008)年度には 40 団体へと減少しています。 

◇児童の放課後対策として、小学校ふれあいプラザの全 18 校での開設を目指し、運営委員会

の設置などの準備を進め、平成 19(2007)年度の６校から 20(2008)年度には 11 校の開設とな

っています。 

◇子どもの安全を守るため、平成９(1997)年度以降、「子ども 110 番の家」ステッカー、見守

り腕章などを青少年育成団体の協力で地域に配布してきました。また、平成 16(2004)年度か

らは、市内小中学生への防犯ブザーの貸与や青少年育成団体などの協力による青少年健全育

成のためのキャンペーン活動を実施してきました。さらに、平成 19(2007)年度からは、期間

を定めた市職員の腕章着用による見守り、防災無線による地域への呼びかけなど、子どもの

見守り活動を支援しています。 

◇青少年会館事業では、参加者が低年齢化しています。近年、中学生・高校生が興味を持てる

ような内容の事業を増やしていますが、中学生以上の参加が少なくなっています。 

◇平成 16(2004)年５月、「子どもの安全を守る都市」の宣言を行い、その宣言に基づき、全市

をあげて子どもの安全を守る活動を推進しています。 

 

 

 

１ 青少年育成の推進 

子どもたちが安全で安心な環境のなかで、のびのびと育ち、たくましく成長すること

ができるよう、家庭、地域、学校の連携による青少年育成を進めます。 

 

２ 子どもたちの居場所づくり 

子どもたちが、安全で安心に遊ぶことができる居場所づくりとしての小学校ふれあい

プラザ、青少年広場、青少年会館などの整備や、さまざまな体験活動ができる野外研修

施設の整備を進めます。 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇家庭、地域、学校の連携協力により、まちの教育力が生かされている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標２ 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち〔学校教育・社会教育〕 

 

施策目標 
07 

地域社会を支える情報拠点としての機能をたかめる 
（図書館） 

 
 
 
 
 
 
 
◇茅ヶ崎市の図書館は平成 19(2007)年度末に人口約 23 万人で１館、蔵書数は１人あたり 2.07

冊ですが、隣接市では人口約８万人あたり１館、蔵書は１人あたり 2.99 冊となっています。 

◇図書貸出冊数は、平成 18(2006)年度は約 83 万冊、平成 20(2008)年度では約 92 万 5000 冊と

なり 11.4％増加しました。 

◇図書館の利用登録者数は、平成 18(2006)年度で約 11 万 4000 人、平成 20(2008)年度でもほ

ぼ同数であり、横ばいの状況です。 

◇子どもたちの読書活動を推進するため、小さいときから本に親しむきっかけとなるよう 7か

月育児相談のときに絵本を渡すブックスタート事業を平成 19(2007)年度から始めました。ブ

ックスタートパック配布率は、対象者のおよそ 78％となっています。 

 

 

 

 

１ 図書館の充実 

だれもが利用しやすい図書館を目指し、施設設備、図書館資料、データベースや自主

事業などの充実を図るとともに、市民の読書支援、学習支援を行います。 

 

２ 読書に親しむ環境づくり 

お話し会などを通して、子どものころから読書に親しめるよう環境づくりを進めます。 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇公民館や図書館などが学習・活動の拠点となり、市民自らが地域課題を解決して

いこうとする機運が高まっている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標２ 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち〔学校教育・社会教育〕 

 

施策目標 
08 

教育理念を実現する政策を推進する（教育政策） 

 
 
 
 
 
 
 
◇「茅の響きあい教育プラン」、「ちがさき・まなびプラン」が平成 22(2010)年度で計画期間を

終えます。この２つのプランを検証しながら、「茅ヶ崎市教育基本計画」の策定を行ってい

ます。この計画は、茅ヶ崎市の「明日を担う次世代の育成」を平成 23(2011)年度からの 10

年間の重点事項としてとらえ、学校教育と社会教育におけるそれぞれの役割と連携を明らか

にし、教育行政の総合的、計画的、効果的な推進を図ることを目的としています。 

◇「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正で、平成 20（2008）年度から、教育委

員会の活動状況の点検・評価について、学識経験者の意見を付して報告書を作成し、議会に

提出するとともに、公表しています。 

 

 

 

 

１ 教育力の向上 

茅ヶ崎の教育力が、学校教育の充実とともに、社会教育の展開により、幼児期の教育

が振興され、地域の教育力や家庭の教育力が向上し、次世代の育成に向けての推進力と

なるよう取り組みます。 

 

２ 基礎研究に基づく重点施策の立案と事業展開 

茅ヶ崎の教育がその効果を発揮できるよう、基礎研究に基づいて重点施策を立案し、

事業を展開します。 

 

３ 教育マネジメントの推進 

教育行政を効率的・効果的に運営するため、政策・施策の点検・評価を実施し、総合

的な進行管理を行います。 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇次代を担う市民が育つ教育政策が進んでいる 

◇子どもと大人が共に育つ教育理念が政策に生きている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標２ 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち〔学校教育・社会教育〕 

 

施策目標 
09 

子どもの健やかな育ちを促す教育を研究し支援する 
（教育研究・教育相談・教育研修） 

 
 
 
 
 
 
 
◇教育に関する研究は、教育課題研究部門、教科領域研究部門、特別課題研究部門の３領域の

内容について、平成 21(2009)年度は、市内小中学校教員 40 人の構成により五つの調査研究

員会を設置するとともに、非常勤嘱託員として８人の研究員を任命し三つの研究員会で調査

活動を展開しています。 

◇児童・生徒の成長を促す学校教育活動の展開のために必要な研修講座を平成 19(2007)年度で

は 20 講座、平成 20(2008)年度では 24 講座開催しました。市内教職員の参加者は、平成

19(2007)年度延べ 939 人、平成 20(2008)年度延べ 1172 人と増加の傾向です。 

◇茅ヶ崎市教育委員会では、神奈川県総合教育センターと連携をとり、教職員の専門性の向上

のため、経験年数に応じた基本研修や指定研修などを実施しています。平成 21(2009)年度で

は、市内教職員 265 人（全教職員の約 30%）が年間を通して研修受講しています。 

◇青少年教育相談室の来所相談、巡回相談、訪問相談、電話相談の総相談件数は、平成 19(2007)

年度は本人 876 件、保護者 1027 件、平成 20(2008)年度は本人 1167 件、保護者 1126 件と前

年度比で約 30％の増加です。 

◇平成 16(2004)年度より生徒が悩みを気軽に相談することができるよう，市内中学校 13 校に

「心の教育相談員」を配置しました。小学校からの要望も多く寄せられ、平成 19(2007)年度

から市内小学校 18 校にも配置しています。相談件数は、平成 18(2006)年度１万 7571 件、平

成 19(2007)年度２万 4197 件（前年度比 38%増）、平成 20(2008)年度３万 1128 件（前年度比

29%増）と推移しています。 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇基礎的な調査・研究を生かした新たな教育の展開が生まれ、教育課題の解決が図

られている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
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１ 子どもの成長発達についての調査・研究 

幼児期からの成長過程のなかで、どのような経験をすることが豊かな人間性と自律性

をはぐくむことにつながっていくのか、教育的側面から研究します。 

 

２ 教育課題についての調査・研究 

子どもたちの学習や生活の状況を把握し、幼児期の教育のあり方など教育課題の調

査・研究を進め、学校教育と社会教育の新たな取り組みの展開につなげます。 

 

３ 教職員の研修機会の提供と学校の支援 

児童･生徒の学び続ける意欲と豊かな人間性をはぐくむために必要な教育者としての

資質や指導力向上に向けた研修機会の提供と学校支援を実施します。 

 

４ 質の高い授業づくりの支援 

学習内容・指導方法に関する実際的な授業研究を踏まえ、質の高い授業の実践を目指

した学校づくりを実現するための研修を展開します。 

 

５ 相談・支援体制の充実 

子どもたちが抱える問題や課題の解決のために必要な相談・支援体制を充実します。

特に、教育相談について、相談者のニーズに応じた総合的・横断的な取り組みができる

体制を構築します。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標２．学校教育・社会教育 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標３ 次代に向かって教育環境ゆたかなまち〔教育環境〕 

 

施策目標 
10 

円滑に教育行政を進める（教育総務） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◇教育委員は、学校訪問や学校行事に参加するなど教育関係者や学校との積極的な交流や情報

交換を行っています。 

◇組織力の向上には、人材をいかに育成し、活用するかにかかっています。あらためて、「人」

の重要性を再認識した組織の醸成に取り組んでいます。 

◇教育環境の充実や職員の業務の補完のため臨時的職員を任用しています。 

 

 

 

１ 理解され、信頼される教育行政の推進 

教育委員会の役割や活動について情報を発信し、市民から理解され、信頼される教育

行政を推進します。 

 

２ 教育行政の効率的・効果的な運営 

教育行政を効率的・効果的に運営するため、継続性のある施策を充実したものとする

とともに、組織、人事、事務管理の一層の適正化を図ります。 

 

３ 教育効果を発揮できる環境づくり 

教育効果を発揮できる教育行政を円滑に推進するため、教育を取り巻く社会環境の変

化などに対し、充実した審議で適切な意思決定とそれに伴う施策を実現できる環境づく

りを進めます。 

 

４ 学校備品などの適正管理 

教育環境と授業の充実を図り、児童・生徒の学ぶ意欲をはぐくむため、学校備品、学

校遊具・体育器具の管理を適正に行います。 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇より広い視野から教育方針を決定している 

◇一貫した教育方針を基に、安定した継続性のある施策を実施している 

◇教育行政の推進と学校教育環境の充実が図られている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標３．教育環境 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標３ 次代に向かって教育環境ゆたかなまち〔教育環境〕 

 

施策目標 
11 

安全で快適な教育環境をつくる（教育施設） 

 
 
 
 
 
 
◇茅ヶ崎市には、小学校 18 校、中学校 13 校の 31 校があり、このうち 29 校は昭和 62 年まで

に建設された施設で老朽化が進んでおり、施設の長寿命化を図るため改修を進めています。 

◇社会教育施設も多くの施設が、昭和 40 年代から昭和 50 年代の間に建設されており学校施設

と同様に老朽化が進んでいます。 

◇学校施設の耐震化は、安全・安心なまちづくりの観点から平成 19(2007)年度までに市内小中

学校の校舎と屋内運動場の耐震改修工事をすべて完了しています。 

◇耐震改修工事を優先したため、その他の大規模改修や環境改善工事などが先送りになってお

り、新設校や先行してこれらの整備を行った学校とそれ以外の学校との間で、学校間格差が

生じています。 

 

 

 

 

１ 教育施設の整備 

老朽化した教育施設の整備など日ごろの教育環境の向上に努めるとともに、児童・生

徒をはじめ多くの人々が安全・安心で快適に学習と利用ができるように、大規模改修事

業や環境改善事業など、教育施設を整備します。 

 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇教育施設の改善が進み、児童・生徒の安全性、快適性が保たれている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標３．教育環境 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 
政策目標３ 次代に向かって教育環境ゆたかなまち〔教育環境〕 

 

施策目標 
12 

健やかで安心できる学校生活を支援する（学務） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇就学の援助を必要とする児童・生徒が増えており、平成 18(2006)年度では準要保護の認定者

数が、小学校 1430 人、中学校 564 人でしたが、平成 20(2008)年度では小学校 1536 人、中学

校 713 人と大幅に増加しています。 

◇学校給食では、小学校 18 校で約１万 4000 食の完全給食を、中学校 13 校で約 6500 食のミル

ク給食を実施しています。実施に当たっては、食の安全の確保を図るとともに、給食を通じ、

食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけるなど食育の推進に努めています。 

◇平成 20(2008)年度は、児童１万 3020 人、生徒 5712 人を対象に、健康診断をはじめ、腎疾患

検査、心臓疾患検診と結核健康診断を実施するとともに、教職員の定期健康診断（小学校 476

人・中学校 321 人）、結核健康診断（ 小学校 663 人・中学校 353 人）を実施し、児童・生徒・

職員の健康管理に努めています。（児童数、生徒数は、平成 20(2008)年５月１日現在） 

◇「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員の定数の標準に関する法律」に基づいた教職員

と市費による教職員を加えて配置しています。 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇児童・生徒が健康で安全・安心な学校生活を送ることができる教育環境が整備さ

れている 

◇地産地消、食の安全、栄養バランスなど、食育に配慮された給食が提供され、児

童・生徒たちが健やかに育っている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標３．教育環境 
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１ 就学が困難な児童・生徒への支援 

経済的な理由で就学が困難な児童・生徒に対して学用品費、学校給食費などを支援し

ます。 

 

２ 学校給食の充実 

健やかな心身の育成のため、献立を充実し、食の安全確保、衛生管理を徹底し、質の

良い給食の提供に努めるとともに、食の大切さを伝えます。 

 

３ 学校保健の充実 

健康診断を実施し、児童・生徒の健康状況を把握するとともに、健康管理に関する指

導・助言体制を整備し、児童・生徒の健康保持増進を図ります。 

 

４ 教職員の適正配置 

教職員の確保と適切な配置により、児童・生徒が効果的に教育を受けられる体制を整

えます。 

 

 

 
 
 
 
 
 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標３．教育環境 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 

政策目標４ 
多様な機会に学び、活動し、交流する、豊かな感性をはぐくむまち 
〔生涯学習・文化〕 

 

施策目標 
13 

まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛着
を持ち、未来を創造する力をはぐくむ（生涯学習・市民文化） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇まなびの市民講師の活用を図るため、自主企画講座、ロビー展、発表会など数多く行ってい

ます。平成20(2008)年度の実施割合は79%で、市民が自主的に市民講師を活用する割合は21％

となっています。 

◇大学の設備と教育機能を利用した「文教大学公開講座」は市民の多様で高度な学習ニーズに

応えています。平成 20(2008)年度の延べ受講者数は 663 人となっています。 

◇「ちがさき市民大学」、「市民まなび講座」、「ＩＴ講習会」など、市民一人一人が自ら課題を

持って学べる学習機会を提供しています。平成 20(2008)年度の生涯学習事業の開催延べ日数

は 182 日となっています。 

◇学習情報の提供は、生涯学習ガイドブックやエコー・ちがさき、市ホームページの改良によ

り年々充実してきています。 

◇市民文化会館や美術館などの芸術・文化施設は、安定した利用状況を継続しており、市民に

親しまれています（市民文化会館大ホールは年間 15～18 万人の入場、美術館は年間約３万

人の入場があります）。 

◇市史編さん事業では、地域の歴史資料を収集・整理し、体系化して「茅ヶ崎市史」（全５巻

昭和 52（1977）年～57（1982）年刊行、「写真集」昭和 62（1987）年発行）と「茅ヶ崎市史

現代」（全 10 巻平成４（1992）年～20（2008）年発行）を刊行しました。 

◇電子化された公文書の記録保存や、後世に残すべき地域資料を電子的に残していくことなど、

市史記録保存の重要性が高まっています。 

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇市民の学習意欲に応えて、学習拠点とともに、市民、大学、事業者などとの協働
※によって新しい学習の場や機会が充実している 

◇地域文化への愛着と未来への創造力があふれ、だれもが自然に文化・芸術に親し

んでいる 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標４．生涯学習・文化 
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１ 市民の自主的な学習活動の促進 

だれもが自由に参加し、互いに学び、学んだことを生かせる学習環境を整えることに

より、市民の自主的な学習活動を促します。 

 

２ 生涯学習を担う人材の活用 

生涯学習を担う人材を活用して、時代の変化に対応し、自立した個人の成長を支援し

ます。 

 

３ 生涯学習拠点の整備とネットワークの構築 

生涯学習の拠点を整備し、生涯学習を総合的に展開していきます。また、企業・ＮＰ

Ｏ・学校・市民のネットワークを構築します。 

 

４ 芸術・文化に触れ合う機会の増加 

芸術・文化を通して、だれもが日々の暮らしを豊かにし、心の充足感、生きる力、他

人に対する優しさなどをはぐくむことができるよう努めます。また、市民文化会館のリ

ニューアルによりバリアフリー化を推進し利用者の利便性の向上を図るなど、芸術・文

化に触れ合う機会を増やします。 

 

５ 身近なところで触れる芸術活動の展開 

地域住民のもとへ出向いて芸術活動を行うアウトリーチ活動など、芸術・文化への最

初の接点の垣根を低くする取り組みや、芸術・文化鑑賞事業や創造育成事業、次世代育

成事業で「気づき」の仕掛けを行うことにより、これまで芸術・文化になじみが薄かっ

た層の芸術・文化への新たな参画を促します。 

 

６ 市史の編さん、情報発信 

郷土の発展、変遷を理解してもらうため、茅ヶ崎市に関する歴史資料を調査・収集・

保存し、歴史講座の開催や「ヒストリアちがさき」の刊行などによって、その成果を広

く発信することにより、わがまち、わが地域への愛着心をはぐくみます。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標４．生涯学習・文化 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 

政策目標４ 
多様な機会に学び、活動し、交流する、豊かな感性をはぐくむまち 
〔生涯学習・文化〕 

 

施策目標 
14 

いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康に
できる環境をつくる（スポーツ・健康づくり） 

 
 
 
 
 
 
◇市民がスポーツに親しめる機会を提供するため、各種スポーツ教室、市総合体育大会や各種

大会を開催しています。しかし、各種スポーツ教室の参加者は、平成 18(2006)年度 5204 人、

平成 19(2007)年度 4910 人、平成 20(2008)年度 4846 人と参加者が減少しています。市総合

体育大会などの参加者は、平成 18(2006)年度１万 5429 人、平成 19(2007)年度１万 4013 人、

平成 20(2008)年度１万 4727 人です。 

◇子どもたちのスポーツ活動の受け皿として、スポーツを通した青少年の健全育成を目的とし

たスポーツ少年団の育成、支援を行っていますが、近年の少子高齢化の影響により団員数の

減少や指導者の確保の難しさがみられ、平成 19(2007)年度の団員 1167 人、指導者 320 人に

対し、平成 20(2008)年度は団員 1162 人、指導者 263 人と減少する傾向が見受けられます。 

◇市全体や地域でのスポーツ振興を図るため委嘱している体育指導委員は、各地区から推薦さ

れた体育指導委員の人数を人口 1000 人当たりで比較すると、近隣市よりも少ない状況です。

（平成 20（2008）年４月現在 茅ヶ崎市 0.32 人、藤沢市 0.51 人、平塚市 0.50 人、鎌倉市 

0.37 人、小田原市 0.38 人） 

◇市内のスポーツ施設不足の解消と学校体育施設の効率的な活用を図るため、小学校の体育館

と運動場を開放していますが、地域によって活動する団体数に違いがあり、団体数が多い地

域では、定期的な利用が容易ではありません。 

◇総合型地域スポーツクラブの育成は、国のスポーツ振興基本計画の政策目標達成のための施

策の一つで、茅ヶ崎市では、平成 20(2008)年３月に１団体が設立し、平成 21(2009)年３月

には育成指定を受けていたクラブも正式に設立されました。現在、市内では２団体が活動を

しています。（平成 21(2009)年４月現在 県内の総合型地域スポーツクラブ数 44 団体） 

◇日常生活における運動不足や食生活の乱れ、ストレスなどから、生活習慣病や生活習慣病予

備群の人が増加しています。 

◇平成 18(2006)年に行われた国民健康・栄養調査では、40 歳～74 歳の男性は２人に１人、女

性は５人に１人が内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）と強く疑われる人、または

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇世代を超えてスポーツに親しみ、健康に暮らしている人が増えている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標４．生涯学習・文化 
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予備群と考えられる人との報告がされています。一次予防(疾病の発生そのものを予防する)

を目的に、適正な食事や運動不足の解消、禁煙そしてストレスへの対応の取り組みとして、

栄養改善教室や運動教室などの健康教室と保健指導を実施しています。 

 
 

 

１ 生涯スポーツ・健康づくりの推進 

市民のだれもが、それぞれの体力や年齢、技術、目的に応じて、いつでも、どこでも、

いつまでもスポーツに親しみ健康づくりができる、生涯スポーツと健康づくりの推進を

図ります。 

 

２ さまざまなスポーツに取り組める環境づくり 

スポーツ人口を増やし、指導者を育成し、さまざまな種類のスポーツに多くの人が気

軽に参加する環境づくりを進めます。 

 

３ スポーツ施設整備の推進 

市民のだれもが、気軽にスポーツに親しめるよう、既存スポーツ施設のバリアフリー

化を含めた機能充実と新たなスポーツ施設整備の推進を図ります。 

 

４ 健康意識の向上 

市民一人一人が健康づくりに主体的に取り組めるよう、健康に関する適切な情報と場

を提供し、健康意識の向上を図ります。 

 

５ 食育についての正しい知識の普及 

市民一人一人が、主体的自発的に健全な食生活を送ることができるよう、食育につい

ての正しい知識を普及します。 

 

６ 一次予防に重点を置いた健康づくりの推進 

がん・脳卒中・心臓病・糖尿病などを予防するために、一次予防（生活習慣を改善し

て健康を増進し、生活習慣病などを予防する）に重点を置き、健康教室や保健指導など

を実施し、市民全体の健康づくりを推進します。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標４．生涯学習・文化 
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基本理念１ 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとづくり 
 

政策目標４ 
多様な機会に学び、活動し、交流する、豊かな感性をはぐくむまち 
〔生涯学習・文化〕 

 

施策目標 
15 

互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる社
会をつくる(男女共同参画・多文化共生・人権） 

 
 
 
 
 
 
 
◇平成 15(2003)年度以降「女性のための相談室」の相談件数は増加傾向にあります。その中で

も女性への暴力に関する相談件数はここ数年、年間 100 件程度で推移していますが、相談全

体の 15～20％程度を占めています。 

◇平成 19(2007)年度では審議会での女性委員の割合（26.0％）や市議会における女性議員の割

合（30.0％）、市職員の管理職における女性の割合（16.1％）、小中学校での女性管理職の割

合（21.0％）は、いずれも増加していますが、女性が政策方針決定過程へ参画する割合は依

然として高いとはいえない状況にあります。 

◇平成 17(2005)年度の調査では、男女の地位（職場、家庭生活、社会通念やしきたりなど）は、

男女別・世代別の調査結果でも男性の方が優遇されていると感じている割合が 70％以上を占

め、特に 30 代から 40 代の世代では 85％前後の女性が男性の方が優遇されていると感じてい

る結果が出ています。いまだに固定的性別役割分担意識、男女の不平等感が根強く残ってい

ます。 

◇茅ヶ崎市の外国人登録者数は、年々増加傾向にあります（平成 18(2006)年 1479 人、平成

19(2007)年 1545 人、平成 20(2008)年 1581 人（各年 12 月 31 日現在））。 

◇外国人登録者数の上位５国籍は、中国、韓国・朝鮮、フィリピン、ブラジル、米国となって

おり、その他多岐にわたる国の人々が茅ヶ崎市に在住しており、今後、より国際化に対応し

たサービスが求められています。 

◇昭和 58（1983）年７月から、愛知県岡崎市とゆかりのまち提携をしています。平成 17（2005）

年度からは市民バスツアーなど定期的な相互交流事業を実施し、江戸町奉行でおなじみの大

岡越前守忠相一族にゆかりのある都市として、文化や観光などあらゆる分野で交流を促進し

ています。 

◇平成２（1990）年に、県と相模湾沿岸 13 市町で、人と自然の調和のとれた地域づくりに先

進的に取り組んでいるオーストラリア・クイーンズランド州ゴールドコースト市と友好提携

◇学んだ成果が地域の中で生かされている 

◇互いを尊重しながら、自らの意思で積極的に等しく社会に参画できる環境が整っ
ている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標４．生涯学習・文化 
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を締結し、ライフセービング交流などを実施しています。 

◇昭和 37（1962）年に「平和都市宣言」、昭和 60（1985）年に「茅ヶ崎市核兵器廃絶平和都市

宣言」を行い、二つの宣言に基づき平和啓発事業を推進しています。 

◇市民との協働※により継続的で活発な平和啓発事業を展開していますが、体験を通して平和

を語れる世代の減少が進んでいます。 
 
 
 

１ だれもが社会参画できる環境づくり 

すべての人が個人として尊重され、配偶者などへの暴力、高齢者虐待、児童虐待やい

じめなど、あらゆる人権侵害となる問題の解決と家庭や地域における生活や職場などに

おいて、男女が性別にかかわりなく、個人の個性と能力を対等に発揮できる男女共同参

画社会実現に向けた環境づくりに取り組みます。 

 

２ 国際化に対応した行政サービスの提供と地域交流の支援 

増加傾向にある外国籍市民が、適切に行政サービスを享受し、地域において円滑にコ

ミュニケーションを図ることができるよう、多言語による情報提供や国際交流事業など

を通して、国際化に対応した行政サービスの提供や地域での交流を支援します。 

 

３ 都市交流の推進 

多くの都市やそこに暮らす人々と交流することにより、異なる環境に暮らす人々の生

活や文化を理解し、相互に尊重する心を育てます。 

 

４ 平和の尊さの啓発 

戦後 60 余年が経過し、戦争の記憶が薄れる中、平和の尊さを啓発する必要性が高ま

っています。戦争を体験した世代が少なくなる中、「平和のつどい」の開催などを通し

て、市民に平和の尊さを認識してもらう活動を進めます。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標４．生涯学習・文化 
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第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念１－政策目標４．生涯学習・文化 
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政策目標  

５ 

共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち〔保健・福祉〕 

施策目標 
16 健康と自立した生活を支え合える地域の仕組みをつくる（保健・地域福祉） 
17 医療を受けられる保険制度を安定的に運営する（医療保険・国民年金） 
18 高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する（高齢者福祉・介護） 
19 障害者の自立した生活と社会参加を支援する（障害児(者)福祉） 
20 安定した生活を支援する（生活援護） 

６ 

質の高い医療サービスを安定的に提供するまち〔医療〕 

施策目標 
21 効果的･効率的に病院を経営する（病院経営） 
22 高度で良質な医療サービスを提供する（医療サービス） 

 

いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 

基本理念

２

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２ 
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基本理念２ いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 
 
政策目標５ 共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち〔保健・福祉〕 

 

施策目標 
16 

健康と自立した生活を支え合える地域の仕組みをつく
る（保健・地域福祉） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇がんは日本人の死因第 1位であり、平成 17（2005）年度では死亡者の３人に１人ががんで亡

くなっています。現在、胃・大腸・肺・乳房・子宮がん検診を実施しており、平成 20（2008）

年度からは、40 歳以上の人全員に個別通知を行っています。がん検診受診者総数（延べ人数）

は、平成 17（2005）年度６万 9070 人、平成 20（2008）年度７万 3726 人となっています。 

◇昭和 56（1981）年から、休日急患センターを運営し、休日の救急医療体制の確保を図ってい

ます。利用者は、平成 19（2007）年度 5238 人、平成 20（2008）年度 5287 人となっており、

近年の利用者数は横ばいの状況です。 

◇いざというときに身近なところで医療サービスが受けられる「かかりつけ医制度」の推進の

ため、医療機関・薬局ガイドサービスを市のホームページで行っています。平成 20（2008）

年度末で医療機関・薬局の登録が 311 件あります。 

◇1990 年代以降、公的な福祉サービスは分野ごとに整備されてきていますが、公的な福祉サー

ビスだけでは対応できない多様な課題があります。 

◇身近な地区内でさまざまな地域福祉活動が行われています。活動拠点として地区ボランティ

アセンターの整備が着実に進み、身近な居場所としてミニデイサービスやサロン活動が市内

50 か所以上で開催されています。 

 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 
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◇だれもが安心して医療を受けている 

◇在宅生活を支援するサービスが充実し、住み慣れた地域で暮らし続ける人が増え

ている 

◇ボランティアに取り組む人が増え、地域での見守り、支え合いができている 

◇地域の総合的な相談機関や専門相談員が設置され、だれもがより身近なところで

相談できている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 
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１ 各種検診の受診率の向上 

疾病の早期発見・早期治療のために、検診の必要性を広報紙や個別通知などで啓発し、

健康診査などの受診率を上げ、だれもが生涯にわたり健康的な生活を送ることができる

ようにします。 

 

２ 地域医療の充実 

救急医療事業のあり方を再検討するとともに、地域に必要な医療提供体制を確保し、

いざというときに身近なところで医療サービスが受けられるようにします。 

 

３ 支え合える環境づくり 

地域住民のつながりを再構築し、住み慣れた地域でだれもが充実した生活を送ること

ができるような社会環境を整備します。 

 

４ 地域福祉活動の充実 

地域での多様な福祉活動の担い手を増やし、その活動を支えるための拠点を整備充実

します。 

 

５ 地域福祉活動のネットワーク化 

支援が必要な人に対して、公的な制度による福祉サービスと制度によらない民間主体

の福祉サービスが切れ目なく提供できるような体制を構築します。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 
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施策のねらい 
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基本理念２ いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 
 
政策目標５ 共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち〔保健・福祉〕 

 

施策目標 
17 

医療を受けられる保険制度を安定的に運営する 
（医療保険・国民年金） 

 
 
 
 
 
◇安定した国民健康保険事業を維持していくために、平成 17（2005）年度と平成 21（2009）

年度に保険料の改定を行いました。また、保険給付費が増加する中で、レセプト点検や保健

事業などによる医療費の適正化対策を講じてきました。しかし、保険給付費と保険料の関係

では、平成 17（2005）年度と平成 20（2008）年度の１人当たりの保険給付費（療養諸費と

高額療養費）を比べると、約２万円の増で、保険料（現年分のみ）では、約 800 円の増加と

なっています。 

◇平成 20（2008）年度から開始された、75 歳以上の人と 65 歳以上で一定の障害がある人を対

象とした、新たな高齢者の医療保険制度は、保険者である神奈川県後期高齢者医療広域連合

と連携して、保険料収納や窓口業務、相談業務を行っています。平成 21（2009）年４月現在

の被保険者数は１万 9703 人となっています。 

◇平成 20（2008）年度に内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）該当者と予備群を減少

させるための特定健康診査を、６～８月に実施しました。実施率向上のために、がん検診や

生活機能評価と同時に実施しました。実施率は約 37％で、実施計画目標値 40％には達しま

せんでしたが、全国平均（25.8％）を上回りました。また、該当者と予備群への特定保健指

導の初回参加率は 24％で、全国平均（9.7％）を上回りました。 

◇国民年金への適正な加入と保険料納付促進のため窓口業務、相談業務を実施しています。窓

口相談件数は、平成 14（2002）年度以降１日平均 80～90 件で推移しています。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 
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◇だれもが安心して医療を受けている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 
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１ 国民健康保険事業などの安定した事業運営 

国民健康保険と後期高齢者医療制度の安定的で健全な運営を確保し、だれもが安心し

て医療が受けられるようにします。 

 

２ 特定健康診査の実施率の向上 

特定健康診査の実施率を向上させ、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の

該当者と予備群を掘り起こし、効果的な保健指導を行い、糖尿病など生活習慣病の改善

につなげることで、健康の保持に努めます。 

 

３ 国民年金への加入促進 

一人一人の年金受給権確保のために、国と協力・連携し、きめ細かな年金相談を推進

するとともに、国民年金に係る各種届出などの適切な事務処理を進めることで、国民年

金への適正な加入と保険料納付を促進します。 

 

 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 
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基本理念２ いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 
 
政策目標５ 共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち〔保健・福祉〕 

 

施策目標 
18 

高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する 
（高齢者福祉・介護） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇茅ヶ崎市では、要介護認定を受けた人が平成 18（2006）年度の 6389 人から、平成 20（2008）

年度は 7563 人に増えています。 

◇平成 17(2005)年４月現在と平成 21(2009)年４月現在を比べると、茅ヶ崎市の特別養護老人

ホームの定員は高齢者 1000 人あたり 10.8 人から 12.7 人に増えましたが、待機者（要介護

３～５）は 302 人から 298 人と横ばいの状況です。 

◇茅ヶ崎市では、地域密着型サービスのうち認知症対応型通所介護事業所が５か所（平成 12

（2000）年 1 月と平成 16(2004)年 4 月に神奈川県指定、平成 18（2006）年 4 月以降茅ヶ崎

市指定３ヶ所）、認知症対応型共同生活介護事業所が７か所（平成 12（2000）年３月から平

成 18（2006）年３月に神奈川県指定４ヶ所、平成 18（2006）年 4 月以降茅ヶ崎市指定 3 ヶ

所）開設されています。その他の小規模多機能型居宅介護の実施事業所は３か所で、夜間対

応型訪問介護は、藤沢市に所在する事業所を１か所指定しています。地域密着型特定施設入

居者生活介護事業所は、第４期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画において１か所

整備予定です。 

◇地域包括支援センターを平成 18（2006）年４月より４か所、平成 20（2008）年４月より３

か所、合計７か所を開設しています。 

◇茅ヶ崎市では、今後も増加が見込まれる認知症の人が、住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう平成 20(2008)年度から市民を対象に認知症に関する講座を行い、地域で支えることがで

きる認知症サポーターを 243 人養成しました。 

 

 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 
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◇元気な高齢者が増えている 

◇在宅生活を支援するサービスが充実し、住み慣れた地域で暮らし続ける人が増

えている 

◇ボランティアに取り組む人が増え、地域での見守り、支え合いができている 

◇地域の総合的な相談機関や専門相談員が設置され、誰もがより身近なところで

相談できている 

◇日ごろの見守り活動とともに、災害時要援護者の支援体制も整っている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 
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◇平成 21(2009)年度は、災害時要援護者支援制度の登録者が約 2000 人となりました。登録者

同士や登録者と地域支援者の交流を深めるための交流会を地域ごとに開催しています。また、

自治会長と民生委員・児童委員が一堂に会し、被災地での実体験や各自治会での先進的取り

組みなどの情報交換を行っています。 

 

 
 

 

１ 高齢者の健康づくりと生きがいづくりの支援 

高齢者が、できるだけ健康で、その人らしく生きがいをもって生活できるよう、体力・

健康づくりと生きがいづくりを支援します。 

 

２ 介護サービスの充実 

介護が必要な高齢者に対して、身近な地域で安心して、必要なサービスが利用できる

よう、介護保険サービスを充実します。 

 

３ 認知症高齢者に対する支援の充実 

認知症高齢者が、住み慣れた地域で尊厳ある暮らしが続けられるよう、地域ケア体制

を整備します。 

 

４ 地域包括支援センターの機能充実 

高齢者とその家族に対して、身近な地域で、保健・福祉・介護に関する相談ができる

よう、地域包括支援センターの機能を充実させるとともに、さらなる施設整備を行い、

地域支援体制を整備します。 

 

５ 権利擁護体制の充実 

高齢者が、主体的な生活を選択する際に、権利を侵害されたり財産を脅かされたりす

ることがないよう、成年後見制度などの権利擁護制度を活用し、いざというときも安心

して生活できるようにします。 

 

６ 災害時要援護者支援制度の充実 

一人暮らしの高齢者や障害者など、日常生活の中で手助けを必要とする人が、災害が

発生した際に地域の中で支援を受けられるようにするための災害時要援護者支援制度

を充実します。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 
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基本理念２ いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 
 
政策目標５ 共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち〔保健・福祉〕 

 

施策目標 
19 

障害者の自立した生活と社会参加を支援する 
（障害児(者)福祉） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇高齢化が進展する中で、障害者数も年々増加傾向にあり、障害の重度重複化、高齢化といっ

た状況も進んでいます。 

◇茅ヶ崎市では、平成 20（2008）年４月を基準としてみると、最近 20 年間で身体障害者手帳

所持者が約２倍の 5382 人に、知的障害者手帳所持者が約 2.5 倍の 911 人に増えており、精

神障害者保健福祉手帳所持者では最近 10 年間で約 12 倍の 721 人、精神通院医療利用者が約

６倍の 1970 人に増えています。とりわけ身体障害者手帳所持者は、平成 20（2008）年４月

現在で 65 歳以上の高齢者が全体の 63.9％を占め、社会的な傾向を裏付ける数値となってい

ます。 

◇家族介護者の高齢化も一段と進む中で、「親亡き後の問題」は一層深刻なものとなり、障害

者支援策の拡充が求められています。 

◇平成 18（2006）年４月に施行された障害者自立支援法は、こうした背景をふまえ、障害者が

地域で安心して生活していくために従来の障害福祉サービスを見直すとともに、地域生活支

援、就労支援のためのサービスとして相談支援事業や移動支援事業、日中一時支援事業など

を導入しました。そのため茅ヶ崎市でも市内に３か所の相談支援事業所（障害者生活支援セ

ンター（平成 18（2006）年 10 月開設）、生活相談室 とれいん（平成 18（2006）年 10 月開

設）地域生活支援センター 元町の家（平成 19（2007）年４月開設））を設置するとともに、

同法に基づく各種サービスを事業化し、障害者が健常者とともに地域で自立して生活できる

よう努めています。 

 

 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 
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◇地域で活動する自立した障害者が増えている 

◇在宅生活を支援するサービスが充実し、住み慣れた地域で暮らし続ける人が増

えている 

◇ボランティアに取り組む人が増え、地域での見守り、支え合いができている 

◇地域の総合的な相談機関や専門相談員が設置され、誰もがより身近なところで

相談できている 

◇日ごろの見守り活動とともに、災害時要援護者の支援体制も整っている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 
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◇平成 21(2009)年度は、災害時要援護者支援制度の登録者が約 2000 人となりました。登録者

同士や登録者と地域支援者の交流を深めるための交流会を地域ごとに開催しています。また、

自治会長と民生委員・児童委員が一堂に会し、被災地での実体験や各自治会での先進的取り

組みなどの情報交換を行っています。 

◇健康の増進、経済的負担の軽減などを目的に、重度障害者医療における健康保険の自己負担

額に対する助成を実施しています。平成 21(2009)年４月現在の対象者は 3577 人となってい

ます。 

 

 
 
 

１ 障害者が暮らしやすい条件や環境の整備 
障害者が、自分の住んでいる地域で安心して生活できるよう、暮らしの場の整備をは

じめ生活全般にわたる支援など、障害者の暮らしを支えるサービスを充実します。 

 

２ 主体性や自立性の確立 

障害者が、その人らしく生きていくために、能力や特性に応じた活動の場の確保や就

労に向けた多様な支援を行い、主体性や自立性を確立できるようにします。 

 

３ ノーマライゼーション※の浸透 

障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重しあい、共に社会を築いていく市

民であるという意識を啓発していきます。 

 

４ 権利擁護体制の充実 

障害者が主体的な生活を選択する際に、権利を侵害されたり財産を脅かされたりする

ことのないよう、成年後見制度などの権利擁護制度を活用し、いざというときも安心し

て生活できるようにします。 

 

５ 災害時要援護者支援制度の充実 

一人暮らしの高齢者や障害者など、日常生活の中で手助けを必要とする人が、災害が

発生した際に地域の中で支援を受けられるようにするための災害時要援護者支援制度

を充実します。 

 

６ 医療費助成制度の維持 

重度障害者医療費助成を安定的に継続運営することで、対象者の健康や福祉の増進と

経済的負担の軽減を図ります。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 
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基本理念２ いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 
 
政策目標５ 共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち〔保健・福祉〕 

 

施策目標 
20 

安定した生活を支援する（生活援護） 

 
 
 
 
 
◇茅ヶ崎市の被保護世帯数は、平成 20（2008）年度平均で 1035 世帯で、そのうち、約半数の

486 世帯が高齢者世帯となっています。 

◇平成 17（2005）年から就労支援プログラムを導入していますが、就労に至る被保護者は減少

傾向にあります。平成 18（2006）年度は 61 人が就労し、そのうち 23 人が就労によって生活

保護が必要なくなりました。平成 20（2008）年度では 37 人が就労し、そのうち就労によっ

て生活保護が必要なくなった人は、14 人となっています。 

◇高齢者世帯や障害者世帯などは、生活保護受給期間が長期化しています。 

◇生活保護対象人員は、平成７（1995）年度平均は 527 人でしたが、平成 19（2007）年度には

1365 人と 2.6 倍に増えており、平成 20（2008）年度以降の経済不況の中で、平成 21（2009）

年６月現在 1740 人と急増しています。 

 

 

 

 

１ 生活困窮者への自立支援 

生活保護の開始には至らないものの、さまざまな理由で生活に困窮している人に対し、

自立支援に向けた施策を講じることで、将来的に生活保護の開始に至らないようにしま

す。 

 

２ 生活保護世帯の自立支援 

生活保護を受給している世帯に対し、必要な支援を行いながら自立を促し、できるだ

け短期間で自立できるようにします。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標５．保健・福祉 

序 

章 

第
１
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ま
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り 
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営 
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り 

 

◇だれもが生活の不安なく暮らしている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

施策のねらい 
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基本理念２ いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 
 
政策目標６ 質の高い医療サービスを安定的に提供するまち〔医療〕 

 

施策目標 
21 

効果的・効率的に病院を経営する（病院経営） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇市立病院は、平成 16（2004）年４月に新病院として全面開院しました。 

◇医療環境の変化や市民の医療ニーズへの的確な対応、さらには他の医療機関との役割分担や

連携に基づいて効率的な病院運営を進めるために、計画期間を５年間とする「茅ヶ崎市立病

院経営計画」を平成 16（2004）年７月に策定し、計画の中間年に当たる平成 18（2006）年

度に見直しを行いました。 

◇「茅ヶ崎市立病院経営計画」に基づき、職員一丸となってさまざまな施策の実施とともに、

収益改善や地域医療の確保に努め、平成 18（2006）年度には純利益を出し、経常収支比率を

101.1％（経常黒字）とすることができました。 

◇平成 19（2007）年度までの職員給与費対医業収益比率は毎年 50％未満、病床利用率も 90％

前後を維持するなど一定の成果を挙げています。 

◇平成 19（2007）年 12 月に公・民の適切な役割分担のもと、地域における必要な医療提供体

制を確保するため、国が示した「公立病院改革ガイドライン」に沿って経営計画を改訂し、

平成 21（2009）年３月「茅ヶ崎市立病院改革プラン（茅ヶ崎市立病院経営計画改訂版）」を

新たに策定しました。平成 21（2009）年度からは、このプランに基づき病院機能の充実と健

全経営に努めています。 

 

 

 

 

１ 経営健全化による安定した病院経営 

救急医療、災害時医療、小児医療、周産期医療など地域医療確保のために担う役割を

果たしつつ、経営の健全化を図り、安定した病院経営を行います。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標６．医療 
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章 

第
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◇地域の基幹病院である市立病院が健全に経営されている 

◇市立病院は、小児科・産科・麻酔科などの不足しがちな診療科目の医師も充足さ

れている 

◇市立病院は、救急医療体制が整っており、急病時に安心して医療を受けることが

できる 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

施策のねらい 
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基本理念２ いきいきと暮らす ふれあいのある 地域づくり 
 
政策目標６ 質の高い医療サービスを安定的に提供するまち〔医療〕 

 

施策目標 
22 

高度で良質な医療サービスを提供する（医療サービス） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇時間外救急患者のうち小児科の患者数が多く、全救急患者に占める小児科の患者数の割合は、

平成 18（2006）年度 48.6％、平成 19（2007）年度 46.3％、平成 20（2008）年度 46.2％と

なっており、半数近くを占めています。 

◇全国的に産科医不足が深刻化しており、近隣においてもお産の取り扱いの休止や制限が行わ

れ、市立病院の分娩件数は平成 18（2006）年度までは１か月平均 50 件台で推移していまし

たが、平成 19（2007）年度は 1 か月平均 65.1 件、平成 20（2008）年度 63.3 件と、１か月

平均 60 件台に増加しています。 

◇「かかりつけ医制度」が市民に十分浸透していないため、急性期病院の役割を担っている他

病院と比較して市立病院の患者紹介率は低く、平成 20（2008）年度の実績は 31.8％となっ

ています。 

◇茅ヶ崎市立病院改革プランを平成 21（2009）年３月に策定し、病院機能の充実と健全経営に

努めています。 

 

 

 

１ 質の高い医療の提供 

市立病院は、地域の基幹病院として急性期の患者を中心に、質の高い医療を提供しま

す。 

 

２ 病診連携と機能分担の促進 

かかりつけ医を中心とした地域医療の連携や民間病院・診療所との機能分担と連携を

促進します。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念２－政策目標６．医療 
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◇市立病院は、小児科・産科・麻酔科などの不足しがちな診療科目の医師も充足さ

れている 

◇市立病院は、救急医療体制が整っており、急病時に安心して医療を受けることが

できる 

◇市立病院が地域の基幹病院として、急性期医療を担っている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

施策のねらい 
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政策目標  

７ 

環境に配慮し次代に引き継ぐ潤いのあるまち〔環境・資源〕 

施策目標 
23 環境に配慮した市民・事業者・行政の率先した活動と連携による活動を促進する（環境政策） 
24 快適で安全な生活環境を守る（生活環境） 
25 資源循環型社会の形成を目指す（資源循環） 
26 ごみや資源物を効率的に収集・処理する（収集･処理） 

８ 

安全で安心して暮らせるまち〔安全・安心〕 

施策目標 
27 市民生活の安全を確保する（防犯・交通安全） 
28 あらゆる災害や危機に効果的に対応する（防災） 
29 市民の悩みや不安を解消する（相談・消費生活・広聴） 

９ 

生命や財産が守られるまち〔消防〕 

施策目標 
30 消防業務を円滑に実施するための体制を整備する（消防組織） 
31 火災発生と火災危険を減らす（予防） 
32 消防力を充実し、災害活動体制を強化する（警防） 
33 救急業務の高度化を図り、質の高い救急サービスを提供する（救命） 
34 防火対策の指導を効果的に実施する（指導） 
35 消防業務を効果的・効率的に実施する（消防警備） 

安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 

基本理念

３

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３ 
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基本理念３ 安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 
 
政策目標７ 環境に配慮し次代に引き継ぐ潤いのあるまち〔環境・資源〕 

 

施策目標 
23 

環境に配慮した市民・事業者・行政の率先した活動と
連携による活動を促進する（環境政策） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◇茅ヶ崎市は、「人と自然がふれあえる環境先進都市茅ヶ崎」を目指して、環境の保全と創造

に関する目標や施策を長期的な観点から進めることを目的に、平成 10(1998)年３月「茅ヶ崎

市環境基本計画」を策定（平成 15(2003)年３月改定）し、多くの市民・事業者・環境団体な

どの活動や行政との連携により、環境行政を推進してきました。 

◇茅ヶ崎市環境基本計画に定める目標や施策の進捗は一様に図れておらず、計画全体の達成度

としては高いものとはいえません。また、社会情勢の変化や地球温暖化などの多様化・深刻

化する環境問題など、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。このため、環境の変

化に対応し、更に自主的な活動や連携による活動の強化や環境意識の向上を図り、より実効

性のある計画とするため、平成 22(2010)年度末を目途に環境基本計画の改定作業に取り組ん

でいます。 

◇洞爺湖サミットの首脳宣言における長期目標や京都議定書の削減目標の実現やエネルギー

の有効利用を積極的に推進するため、市域の温室効果ガスの削減と省エネルギー化に取り組

んでいます。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標７．環境・資源 
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◇低炭素・資源循環・自然共生社会※の形成に向け、日常生活や事業活動・行政活

動において、環境配慮への意識の向上や自主的・連携した取り組みが実践され、

温室効果ガスの排出量が減少している 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 
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１ 環境に配慮した活動の実践 

深刻化している地球温暖化や生物多様性※の喪失などの地球環境問題に対処し、持続

可能な社会を構築するため、低炭素社会※、資源循環型社会※、自然共生社会※への転換

を目指します。また、市民一人一人の日常生活、事業者それぞれの事業活動において、

温室効果ガスの排出削減や省エネルギーなどを実践できるような仕組みや、多様な生物

が生息できるよう海・川・里山・農地などの自然が保全され、維持管理されるような仕

組みにより、市域全体で環境に配慮した活動を促進します。 
 

２ 環境意識の高揚 

環境教育の充実とさまざまな機会を活用した環境情報の提供などを通じて、理解を深

めながら環境意識の高揚を図ります。 

 

3 地域組織や団体への活動支援 

既に環境に配慮した活動に自主的に取り組んでいるコミュニティ、事業者、学校など

とのネットワークの充実と新たに取り組む意欲のある団体などの活動を支援します。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標７．環境・資源 
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基本理念３ 安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 
 
政策目標７ 環境に配慮し次代に引き継ぐ潤いのあるまち〔環境・資源〕 

 

施策目標 
24 

快適で安全な生活環境を守る（生活環境） 

 
 
 
 
 
 
◇市内大気の環境基準達成状況は、平成 12(2000)年度で二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素

は達成、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質が未達成でしたが、平成 20(2008)年度では、

近年の自動車排ガス規制などの効果により、浮遊粒子状物質も達成となり、大気汚染の改善

が見られます。しかし、光化学オキシダントは、依然、達成できていません。 

◇小出川の水質汚濁ＢＯＤの状況は、宮の下橋で平成 12(2000)年度は 11mg/L でしたが、平成

20(2008)年度では 2.6mg/L と、小出川流入先の相模川の環境基準（5.0mg/L）以下となりま

した。しかし、千ノ川、小出川の上流域では、水質改善が進んでいない地点もあります。 

◇市民、事業者への環境意識向上として、大気や水質の簡易測定器具を貸し出しする手法で、

市民参加の環境調査活動を支援し、自らが環境への理解を深める機会の提供に努めていいま

す。大気では「市民参加の二酸化窒素測定」、水質では「水質測定用具の貸し出し」などの

手法で、自らが環境への理解を深める機会の提供に努めています。 

◇地域組織などによる自主的な地域環境改善活動が、市内 115 団体で行われています。 

◇美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎を市民参加で実施しています。平成 20(2008)年度は、２回

実施し、延べ 3400 人の参加となり、美化団体の数も 56 団体となっています。 

 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標７．環境・資源 
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◇空気がおいしく、澄み渡った空が見られるきれいな環境を身近に感じることがで

きる 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 
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１ 市民・事業者などの意識やモラルの向上 

だれもが安心して暮らせる快適な環境を保全する活動に、市民・事業者などの参加を

促すとともに、公害の監視活動や情報開示を通じて、市民・事業者などの環境に対する

意識とモラルを向上させる仕組みを構築し、市民・事業者・行政が一体となった環境保

全活動を進めます。 
 

２ 地域の環境保全活動や美化活動の促進と支援 

地域、地区レベルで自治会組織や市民一人一人が、地域の環境保全活動や美化活動に

自発的に取り組めるよう、仕組みづくりや支援に努めます。 
 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標７．環境・資源 
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基本理念３ 安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 
 
政策目標７ 環境に配慮し次代に引き継ぐ潤いのあるまち〔環境・資源〕 

 

施策目標 
25 

資源循環型社会の形成を目指す（資源循環） 

 
 
 
 
 
 
◇「茅ヶ崎市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成 20（2008）年 3 月改訂版）」を策定し、

従来型の社会経済システムから脱却するとともに、「ごみ」の排出抑制、再使用、再生利用

を積極的に推し進め、資源循環型社会※の形成に向けた取り組みを行っています。 

◇燃やせるごみの収集量は、平成 15（2003）年度の６万 847 トンをピークに減少傾向にありま

す。平成 20（2008）年 1 月から市民・事業者・行政が一体となって三者協調型資源回収制度

を開始したこともあり、平成 20（2008）年度は平成 15 年度に比べ 3.9％減少し、５万 8451

トンとなっています。 

◇資源物は周辺自治体に比べて分別品目が少なく、リサイクル率も 18.5％と県内平均の 24.8％

より低くなっています。（平成 19 年度神奈川県調査実績） 

 

 

 

 

１ ごみの排出抑制 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の生活様式からの脱却を目指して、啓発活動の充実

を図るとともに、レジ袋削減に向けた取り組みなどを通じて、ごみに対する意識の高揚

を図り、全市民と協働※してごみの排出抑制を進めます。 
 

２ 資源循環の仕組みの充実 

ごみ処理の広域化を推進し、処理施設と資源化施設の共同整備や有効活用を図るとと

もに分別品目や収集方法を見直して資源化を促進します。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標７．環境・資源 
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◇多くの市民が、ごみ・資源の適正分別や排出マナーなどに配慮した行動をとって

おり、廃棄物の削減が進み資源の有効活用が図られている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

施策のねらい 
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基本理念３ 安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 
 
政策目標７ 環境に配慮し次代に引き継ぐ潤いのあるまち〔環境・資源〕 

 

施策目標 
26 

ごみや資源物を効率的に収集・処理する（収集･処理） 

 
 
 
 
 
 
◇ごみと資源物は、市内に集積場所（ステーション）を設定し、それぞれ分別して収集してい

ます。排出にあたっては、適正排出、分別指導を徹底し、ごみの排出量を減少させ、資源物

の有効活用を図ってきました。しかし、ごみと資源物の不適正な排出が見受けられます。 

◇不法投棄は、防止啓発用の看板の設置や巡回による監視により、平成18(2006)年度は445件、

平成 20(2008)年度は 317 件と減少しているものの後を絶たない現状があります。また、繰り

返し不法投棄が行われる場所もあります。 

◇現在、ごみを焼却することで発生する焼却残さは、堤十二天一般廃棄物最終処分場に埋め立

てています。平成 20(2008)年度は 7809 トンを処理し、埋め立て率は約 21.5％となっていま

す。今後も、一部溶融化処理（平成 20(2008)年度 957 トン）の実施などで、最終処分場への

焼却残さによる負荷を少なくし、限りある最終処分場の適正な維持管理をします。 

 

 

 

 

１ 資源物の適正排出の指導・周知の徹底と収集の効率化 

燃やせるごみ・燃やせないごみ（破砕すれば燃やせるごみも含む）に含まれている資

源物を減らすため、資源物の適正排出の指導・周知を徹底するとともに、資源物の分別

収集品目の拡大により、ごみの減量化を推進します。また、資源物の効率的な収集を実

施します。 

 

２ 最終処分場の適正な維持管理 

最終処分場の適正な維持管理のため、ごみの排出抑制・資源化を推進するとともに、

焼却残さの溶融化・有効活用を促進します。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標７．環境・資源 
 

序 

章 

第
１
章 
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づ
く
り 

 

基
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営 
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り 
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◇適正で効率的な資源分別・収集が定着し、焼却残さの削減と温室効果ガス排出量

の削減が進んでいる 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 

施策のねらい 
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基本理念３ 安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 
 
政策目標８ 安全で安心して暮らせるまち〔安全・安心〕 

 

施策目標 
27 

市民生活の安全を確保する（防犯・交通安全） 

 
 
 
 
 
 
◇近年、不審者による地域犯罪の発生などにより、市民の安全・安心に対する意識は高まって

おり、自分たちの安全は自分たちで守るという機運が地域で芽生えはじめ、地域コミュニテ

ィを主体として 67 団体（平成 20(2008)年度）の防犯組織が発足し、活動しています。 

◇犯罪件数が減少傾向（平成 18(2006)年度 3008 件、平成 20(2008)年度 2635 件）にある中で、

オレオレ詐欺や還付金詐欺に代表される主に高齢者をターゲットとした振り込め詐欺事件

が急増しており、「知能犯」の占める割合（平成 18(2006)年度 3.1％、平成 20(2008)年度 2.8％）

は高水準で推移しています。 

◇子どもの安全を守るために、平成 16(2004)年５月に「子どもの安全を守る都市」宣言を行い、

その施策の一つとして平成 16(2004)年９月から、市内の小学校新入学児童への緊急（防犯）

ブザーの貸与を開始しました。また、市民防犯活動への支援として、平成 18(2006)年度より

防犯パトロール用ベストなどの防犯用品の貸与を開始しました。（平成20(2008)年度27団体） 

◇自転車駐車場の整備や駅周辺での放置自転車対策（平成 20(2008)年度 5398 台）などを行っ

ていますが、駅南口の自転車駐車場は絶対数が約 1300 台不足しています。 

◇ここ数年、人身交通事故件数は減少傾向（平成 18(2006)年 1077 件、平成 20(2008)年 1025

件）にありますが、高齢者に係る交通事故比率（平成 18(2006)年 19.3％、平成 20(2008)年

18.2％）が高水準で推移しています。 

◇人身交通事故に占める自転車事故の比率（平成 18(2006)年 32.8％、平成 20(2008)年 36.5％）

が県下でワースト２位であり、３年連続で自転車交通事故多発地域に指定されています。 

◇交通安全教室は、現在、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の市民を対象として実施してい

ますが、特に受講の機会が少ない中高年層に対して、交通安全教室に参加していただくよう

呼びかけています（平成 18(2006)年度 222 回、平成 20(2008)年度 289 回）。また、近年高水

準で推移している自転車事故対策として、警察等関係機関と連携してルール・マナー教室を

実施すると共に、自転車安全利用についてのチラシを各戸配布するなど、あらゆる機会を捉

えて、啓発活動に努めています。 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標８．安全・安心 
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◇地域ぐるみの防犯活動が進み、犯罪が抑制されている 

◇自転車利用のマナーが徹底され、自転車事故が減少している 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 
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１ 犯罪の未然防止 

オレオレ詐欺や還付金詐欺に代表される主に高齢者をターゲットとした振り込め詐

欺事件が急増しており、その犯罪の未然防止に取り組みます。 
 

２ 防犯体制の強化 

地域での防犯に対する意識が高まっていることから、地域の防犯活動の核となる防犯

リーダーの育成が必要です。そのための講座の開催や人材育成には、多くの市民の参加

を促すための柔軟性をもった取り組みを検討するとともに、地域防犯活動に対する支援

を充実します。また、関係機関、関係団体と連携し防犯体制の強化に努めます。 
 

３ 駅周辺の放置自転車の解消 

放置自転車により歩行者空間や通行の確保が阻害されており、駅周辺の放置自転車の

解消を図る対策を講ずるとともに、自転車駐車場の整備を推進します。 
 

４ 交通安全教育と広報啓発活動の推進 

関係機関、関係団体との連携強化を図りながら、受講機会が少ない大人に重点を置い

た交通安全教室を実施するとともに、自転車の安全利用についての広報啓発活動を充実

します。 

施策のねらい 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標８．安全・安心 
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基本理念３ 安全でやすらぎのある 持続可能な 暮らしづくり 
 
政策目標８ 安全で安心して暮らせるまち〔安全・安心〕 

 

施策目標 
28 

あらゆる災害や危機に効果的に対応する（防災） 

 
 
 
 
 
 
◇茅ヶ崎市は、昭和 54（1979）年 8 月に、東海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を受け

ました。 

◇防災資機材の整備は、大規模地震が発生した場合における最大被害想定、避難者数７万 1000

人をもとに、食糧、飲料水、防災資機材、生活用品などを整備しています。発電機や投光機

は、計画目標に達していますが、テントや毛布などはいまだ充足していません。 

◇災害時の情報受伝達手段である地域防災無線は、基地局１局、中継局１局、半固定型 53 局、

携帯型 25 局、車載型５局を整備していますが、平成 23(2011)年の改正電波法が施行される

と、現状の地域防災無線が使用できなくなるため、更新の必要があります。 

◇平成 21(2009)年４月現在、131 の自主防災組織が結成され、組織化は進んでいます。 

◇自主防災組織が、災害時に自助・共助組織としての役割を担えるよう、平成 11(1999)年度か

ら防災リーダーを養成し、年５回の研修を行っています。 

◇津波や水害に対応するため平成 20（2008）年度、「茅ヶ崎市津波ハザードマップ」と「茅ヶ

崎市洪水ハザードマップ」を公表しました。 

◇災害時の協力協定は、行政機関や民間の事業所などと様々な分野で協定を締結しています。 

 

 

 

第２章 ３．目標達成の基本的方向－基本理念３－政策目標８．安全・安心 

序 

章 

第
１
章 

基
本
理
念
４ 

ま
ち
づ
く
り 

基
本
理
念
５ 

行
政
経
営 

基
本
理
念
１ 

ひ
と
づ
く
り 

第
２
章 

基
本
理
念
２ 

地
域
づ
く
り 

基
本
理
念
３ 

暮
ら
し
づ
く
り 

 

◇地域の自主防災組織の組織化が進み、防災リーダーのもと、避難訓練、防災活動

が活発に行われ、日ごろから災害に備えられている 

目指すべき将来像（施策目標が担う将来の姿） 

現 状 


